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５ 

（１１月１２日 午後１時３０分 開会） 

議長（早川直久） 

  皆さん、こんにちは。本日は御多忙の中御参集いただき、大変御苦労さまです。 

  現在の出席議員は１４人でございます。定足数に達しており、会議は成立いたし

ます。 

  ただいまから、令和元年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を開会いたします。 

  会議に先立ち、管理者から挨拶をいただきます。 

管理者（宮島壽男） 

  議長のお許しをただきましたので、開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

  本日は、令和元年第４回西知多医療厚生組合議会定例会の開会をお願いいたしま

したところ、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  本日、御提案いたしておりますのは、「西知多医療厚生組合人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一部改正について」を初め、１７件の議案でございます。 

  何とぞ、十分な御審議をいただき、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

議長（早川直久） 

  ありがとうございます。 

  それでは、これより会議に入ります。 

  本日の議事日程につきましては、配付いたしました議事日程表のとおり、進めた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。  

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７３条の規定により、６番工藤政明議員、８番伊

藤清一郎議員を指名いたします。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。今回の定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 



６ 

（「異議なし」の声あり） 

  御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。  

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

 日程第３「諸般の報告について」を議題といたします。 

  地方自治法第２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、

監査委員から議長のもとに、令和元年８月分の例月出納検査結果報告及び、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による資金不足比率につ

いての報告が提出されましたが、お手元にお配りしたとおりでございますので、こ

れをもって報告にかえさせていただきます。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

 日程第４「一般質問について」を議題といたします。 

  配付いたしました一般質問通告一覧の順序に従い、質問をしていただきます。 

  なお、質問時間は、質問、答弁、要望を含め、１人３０分以内ですので、よろし

くお願いいたします。 

  残り時間の表示につきましては、２５分を経過するまでは５分刻みで表示し、５

分を切った時点から１分刻みで表示し、残り時間がなくなりますと、卓上ベルでお

知らせいたします。 

  なお、北川明夫議員から資料の持ち込みの申し出があり、これを許可いたしまし

たので御報告いたします。 

  それでは、一般質問に入ります。 

  ４番、北川明夫議員の発言を許します。 

４番（北川明夫） 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、２項目一般質問をさせていた

だきます。 

  質問事項１は「西知多総合病院の経営改善及び患者サービスの向上等について」

です。当病院は、知多半島医療圏の中で、急性期医療を担う中核病院として開院し

４年半になります。医療従事者や医療設備が最も充実した病院の１つとして、地域

住民に安心安全な医療を継続的かつ確実に提供できる病院として、大きな期待のも
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とに誕生しました。今年度は放射線治療装置を導入してがん診療の拠点化を進める

とともに、緩和ケアの質向上を目指すなど、さらに機能アップが図られています。 

  しかしながら、この間、経営状況は期待どおりには改善していないのが現実です。

平成２７年度から毎年度、両市は年度末議会で病院事業会計への負担金等の補正を

余儀なくされており、負担金等の両市の合計額は年々増加し続け、平成３０年度は

３１億６，６００万円に及んでいます。そのうち、かなりの部分は救急医療など公

立病院が担うべき政策医療に関する経費であることは理解しておりますが、医師等

不足による入院・外来患者数の減少を初め、様々な不採算要因が顕在化しています。

その結果、平成３０年度決算では、損益計算書の未処理欠損金が４８億３００万円

にのぼり、貸借対照表の資本合計が、初めて３億３，０００万円余のマイナスにな

り、債務超過の状態に陥っています。言うまでもなく、両市民の願いは、早期に病

院経営の黒字化が図られ、両市の負担金等が縮小されることです。令和元年度も上

半期が終わり、産科の開始見込みを初め、病院改革プランにある経営改善のための

数値目標の達成状況が大いに気になるところです。病院改革プランの基本理念の１

つに、「地域の皆さんとともに育む、心のこもったあたたかい病院を目指す」とご

ざいます。患者サービスの向上の取り組みが２項目、医師を初め職員が生き生きと

働ける職場環境整備の取り組みを３項目掲げて、日々努力されていると思いますが、

利用する市民の皆さんの満足度や評判、働く人たちの受け止め方は、依然厳しいも

のがあると伺います。そこで、以下３点お尋ねいたします。 

  １点目は、病院改革プラン３年目に当たる令和元年度も半年が経過しましたが、

上期の経営状況をどのように分析されているのか。また、これまでの経営努力の成

果及び今後の経営改善の見通しはどのようなのか。 

  ２点目は、「予約制なのに時間が掛かり過ぎる」、「職員の接遇が良くない」な

ど、様々な利用者の声がありますので、定期的に利用者アンケートを実施して、常

にサービス向上を目指す取り組みが必要ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

  ３点目は、働く環境や業務の改善に関して、医師事務作業補助者の活用状況はど

のようか。また、分散している職員駐車場の今後の確保の見通しはどのようなのか

お伺いをいたします。 

  質問事項２は、「西知多クリーンセンターの新設に向けた両市との調整事項につ

いて」です。西知多クリーンセンターの施設整備と運営事業者の選定は、総合評価
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一般競争入札方式で、本年５月に入札公告され、現在は事業提案書等の提出を受け、

選定審査会が粛々と進められています。本日はそれとは離れ、両市が平成２６年の

協定に基づき、組合と協議を重ねてきた新しいセンターで処理するごみの範囲や分

別方法等に関して、両市と組合でどのように調整がなされ、両市民にはどのように

影響するのかなどを確認したいと思います。 

  ごみと資源の出し方については、いみじくも両市が最近改訂した小冊子、実はこ

れが東海市、こちらが知多市の出し方の本でございます。よくできております。こ

の中に、大変詳しくわかりやすく説明がされておるんですが、具体的に個々の搬入

禁止物や資源ごみの品目、搬入可能物の中でも処理対象物と処理困難物の区分や取

り扱いなどを比較し、共通点や相違点をつぶさに理解することはなかなか容易では

ございません。両市の取り扱いが異なる場合には、その分だけ新しいセンター側で

の対応力を広げる必要が出てくると推察をいたします。 

  また、近年の災害では、災害ごみ処理対策が常に課題となっております。災害発

生時には、両市において災害ごみの種類や性状などを踏まえた、発生量を推計した

災害廃棄物処理計画が策定されますけれども、具体的な処理業務では新しいセンタ

ーが大きな役割を果たしてくれるものと市民は期待をいたしております。そこで３

点お尋ねいたします。 

  １点目は、両市が回収する資源ごみの品目には一部相違があるため、西知多クリ

ーンセンターへの搬入可能物に影響があると思いますが、両市との調整状況及び両

市間の相違点はどのようなのか。 

  ２点目は、搬入可能物のうち、石や土砂、コンクリートブロック、陶磁器、ガラ

ス類、バッテリーやマットレスなどの処理困難物の取り扱いは両市との間でどのよ

うに調整されたのかお伺いいたします。 

  ３点目は、災害廃棄物については、要求水準書を拝見しますと、可燃ごみだけ計

画処理量を示しておられますが、不燃ごみや粗大ごみはどのように対応するお考え

なのかお伺いをして、第１問を終わります。 

管理者（宮島壽男） 

  北川明夫議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、「西知多総合病院の経営改善及び患者サービスの向上等について」

でございますが、公立西知多総合病院は、今年５月で開院から５年目を迎え、これ
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までに平成３０年８月には緩和ケア病棟の開設、１１月には地域医療支援病院とし

ての承認、今年４月からは、がん放射線治療を開始するなど順次、医療体制の充実

に取り組んできたところでございます。 

  病院経営につきましては、平成２９年３月に病院改革プランを策定し、医師確保

や医療品費の適正化など、経営改善に取り組んできたところでございます。 

  また、患者サービスの向上につきましては、病院職員一丸となって取り組むべき

ことだと認識しており、全ての患者さんから、「西知多の病院にかかって安心した」

「西知多総合病院があるから大丈夫」と言われるよう、質の高い医療と心のこもっ

た対応のできる温かい病院を目指して取り組んでまいります。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、院長及び事務局長から答えさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

院長（浅野昌彦） 

  質問事項１「西知多総合病院の経営改善及び患者サービスの向上等について」の

１点目、「上期の経営状況の分析、経営努力の成果及び今後の経営改善の見通しに

ついて」でございますが、平成２９年３月に策定した、公立西知多総合病院改革プ

ランに基づき、具体的な行動計画を作成して、職員が一丸となって経営改善に取り

組んでまいりましたが、平成３０年度後半は、常勤の消化器内科医が欠員になるな

ど、経営的に極めて厳しい状況に陥り、３月補正予算で、東海市及び知多市から多

額の繰り入れをいただくことで、何とか決算を行うことができました。 

  こうした状況を踏まえ、管理者を先頭に大学医局を積極的に訪問することで、本

年７月に、何とか消化器内科の常勤医を３名確保することができ、徐々に患者数も

増え、収益につながってきたところでございます。上期の経営状況は、前年同時期

と比較して、入院患者数、外来診療単価ともに増加しておりまして、入院外来収益

は１億１，６００万円増加しております。 

  また、費用につきましても、価格交渉その他費用削減に取り組み、繰入金を除い

た収支差引きは、消費税改定で価格が上昇する試薬等の先行購入を含めても、上半

期で対前年に比較して、約２，０００万円節減することができました。経営努力の

成果といたしましては、医師の確保に向けて大学医局訪問を計画的に行ったことで、

一部常勤医を確保できたこと、開業医訪問の対象を整理・拡大したことで、新規に

入院する患者を増やすことができたと考えております。 
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  また、費用面では、価格交渉の強化、購入品目の整理などによる材料費の削減、

委託契約内容の精査等を継続的に粘り強く実施することで、経費削減を行うことが

できたと考えております。 

  しかしながら、経営改善するには、まだまだやるべき課題が山積していると認識

しております。今後の見通しとしましては、消化器内科も徐々に収益が伸びてきた

こと、４月から始まった放射線治療もほぼ計画どおり進んでいること、入院も患者

数が増加傾向にあることなどから収益の向上が見込まれると考えています。今後も

引き続き、不足している常勤医師の確保に努めるとともに、早期の分娩開始、がん

医療の推進など政策的医療の実現に向けて努力してまいりたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  次に、２点目、「定期的に利用者アンケートを実施し、常にサービス向上を目指

す取り組みが必要ではないか」についてでございますが、病院改革プランに掲げる

患者サービスの向上の取り組みとして、患者満足度調査の実施、外来待ち時間の対

応として、認定看護師による看護相談や院内コンサートなどの院内イベントの実施、

ちたまる、ペコロスなどの情報誌の設置及び患者サロンの設置を行ってまいりまし

た。 

  患者満足度調査につきましては、改革プラン評価委員会の外部委員の意見も踏ま

え、今年度から調査方法を変更し、公益財団法人日本医療機能評価機構の調査を通

じ、他医療機関とのベンチマークを行い、自院の強み弱みを客観的に分析し、より

具体的な対策を検討していくこととしております。 

  なお、会計待ち時間の短縮を図るため、総合受付・計算窓口の配置人員を増員し

たことにより、平均待ち時間が１０分程度、患者満足度調査の結果でも、会計待ち

時間に不満・やや不満と回答した患者の割合は、１８．９％から１４．３％に４．

６ポイント減少しております。 

  次に３点目、「働く環境や業務の改善に関する医師事務作業補助者の活用状況、

職員駐車場の確保の見通しについて」でございますが、平成３１年４月に、働き方

改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が施行され、平成３１年３月の

医師の働き方改革の推進に関する検討会報告書では、医師の業務軽減を図るため、

他職種への業務移管である、いわゆるタスク・シフティング等の実践、マネジメン
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ト改革による労働時間短縮、医師の健康確保のための具体的取り組みが求められて

います。当院では、副院長をトップとする医師等業務負担軽減検討委員会を設置し、

検討してまいりました。医師事務作業補助者につきましては、直接雇用・派遣契約

職員を含め、常勤換算で２０名体制で診断書の作成補助など医師の業務作業の軽減

を図っており、更なる体制の拡充を図るため、医師事務作業補助者の募集を継続的

に行っております。 

  次に、分散している職員駐車場の今後の確保の見通しにつきましては、現在、敷

地外駐車場を８カ所賃借しておりますが、今後については、管理面等からも大型の

駐車場の用地を確保し、近隣で統合できるよう検討していく予定でございます。 

  以上でございます。 

総務部長（前田達郎） 

  質問事項２、「西知多クリーンセンターの新設に向けた両市との調整事項につい

て」の１点目、「両市が回収する資源ごみの品目に関する両市との調整状況及び両

市間の相違点について」でございますが、両市との調整状況としましては、両市が

回収する資源品目は、基本的にはこれまでどおり両市がそれぞれの方針に沿って回

収を実施し、西知多クリーンセンターでは、資源を回収する業務は実施しない予定

としています。 

  資源品目に該当するものは、原則として両市の資源回収拠点に持ち込んでいただ

き、資源として持ち込めないものは、西知多クリーンセンターでごみとして受け入

れる方向で調整を進める予定です。両市及び組合で調整を行うに当たり、それぞれ

の市の現行の資源の取り扱いを品目ごとに比較したところ、紙類、ビン類、缶類な

どは同様の取り扱いですが、主に小型家電の回収品目の範囲や、プラスチック製品

の回収条件に相違点が見られます。 

  次に２点目、「処理困難物の取り扱いに関する両市との調整について」でござい

ますが、両市との調整により、西知多クリーンセンターへの移行に当たり市民サー

ビスの低下を招かないよう、現在両市の清掃センターで受け入れをしている品目は、

可能な限り搬入可能物とすることとしています。 

  また、搬入可能物のうち、処理困難物とするものについては、西知多クリーンセ

ンターでは処理せずに、外部処理委託または最終処分する予定です。 

  現在、両市とともに両市の現行のごみの取り扱いを比較し、石や土砂、コンクリ
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ートブロック、陶磁器、ガラス類、バッテリーやマットレスなどを含む個別の品目

ごとに、搬入禁止物とするか搬入可能物とするかを整理し、搬入可能物とする場合

の排出方法や数量等の条件についても検討を行っているところでございます。 

  次に３点目、「災害廃棄物の不燃ごみや粗大ごみへの対応について」でございま

すが、災害廃棄物の処理につきましては、東日本大震災における災害廃棄物処理の

実績や、愛知県が平成２７年度に公表した災害廃棄物発生量の推計結果の東海市及

び知多市の値をもとに検討した結果、西知多クリーンセンターにおいては災害廃棄

物発生量の１５％を３年間で処理することを方向性としています。 

  要求水準書においては、処理対象物とする災害廃棄物を可燃物としていますが、

これは、愛知県の計画において災害廃棄物は各市が設置する仮置場等での選別後、

可燃物は焼却し、不燃物、コンクリート、金属などはリサイクル又は最終処分する

ことが想定されているためです。愛知県の計画では、災害廃棄物に含まれる粗大ご

みまでは区分されていないため、要求水準書では、選別後の可燃物に家具等の可燃

性の粗大ごみも含まれているものとして、ごみ焼却施設で焼却する計画処理量に災

害廃棄物の可燃物を含めています。 

  以上でございます。 

議長（早川直久） 

  北川議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

４番（北川明夫） 

  それぞれしっかりと御答弁いただきました。 

  病院改革について御要望をさせていただきたいと思います。病院長からも様々な

努力を続けていくということを御決意をいただきました。市民の期待に応えますよ

うに、応えていただきますように病院長以下全員一丸となって非常勤の職員さん方

も含めて頑張っていただきますようよろしくお願いをいたします。 

  終わります。 

議長（早川直久） 

  以上、北川明夫議員の一般質問を終わります。 

  続きまして、７番、井上純一議員の発言を許します。 

７番（井上純一） 

  皆さん、こんにちは。議長のお許しをいただきましたので、先に通告した順に従



１３ 

い、質問をさせていただきます。 

  最初に質問事項１、「西知多総合病院の交通アクセスの利便性向上について」伺

います。昨年度、東海市社会福祉協議会高齢者の生活総合支援として支援してほし

い会員、支援したい会員を募集し、マッチングを行う心のサポート事業を試験的に

実施をいたしました。 

  その結果、支援してほしい要望の約７割が病院と買い物への移動支援。この結果

を受けて東海市でも高齢者の運転免許証返納後の移動手段の確保に向け、既存の公

共交通機関を補完するさまざまな移動サービスの検討をしていますが、今のところ

決定打はありません。その中で１つだけ、向かうべき方向性として考えられるのが、

行政地域企業とが一体となった無償運送と有償運送を組み合わせた複合的な移動サ

ービスの構築です。 

  例えば、地域支え合い団体の移動支援や、デマンド型の乗合タクシー、一定人数

以上集まって予約を入れた場合に事業者側が送迎を行う診療や買い物などを、高齢

者の選択肢を増やせば利便性が向上し、外出促進、さらには健康寿命延命につなが

るものと考えます。宅配サービスがあるのであれば、送迎付きの買い物があっても

よいのではないでしょうか。訪問診療があるのならば、送迎付きの診療があっても

よいのではないでしょうか。 

  そこでお伺いします。質問要旨１、高齢者の新たな移動サービスとして一定数以

上の患者が集まった場合に予約があれば病院側が送迎する送迎付き医療を検討して

はどうかお伺いします。 

  次に、質問事項２、「西知多総合病院の経営の効率化について」お伺いします。 

  西知多総合病院は高度医療の確保と経営の効率化を目的として設立されました。

しかしながら、いつになったら黒字になるのかという市民からの質問に、誰一人ま

ともに答えることができない現状が続いております。財政財源に関する郷土の偉人、

平洲先生の教えは、孔子の言葉、「入るを量り出ずるを制す」であります。 

  そこでまず、「入り」についてお伺いします。 

  質問要旨１、２０１９年４月からスタートした放射線治療施設の上半期の稼働状

況はどのようか。また、医療収益の貢献度をどのように評価しているのか。 

  次に、「病院経営の入りの主体である入院収益について」お伺いします。医療収

益の約７割は入院収益であり、そのキーファクターは病床数、病床稼働率等、入院
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単価です。その中で、病床数は病院ごとの定数ですので、変数となるのは病院病床

稼働率と入院単価の改善が医療収益全体に大きく影響することとなります。 

  そこで以下２点お伺いします。質問要旨２、上半期の病床稼働率向上に向けての

取り組みはどのようか。 

  質問要旨３、上半期の入院単価の状況はどうか、また、それは前年同期と比較し

てどうか。 

  次に、「出ずるを制す」取り組みとして、薬剤や医療機器の仕入れの見直しなど

についてお伺いします。長年、製薬会社の営業で公立病院を担当している私の友人

から、先日興味深い話を聞きました。病院の経営状態は外からすぐにわかると。赤

字の病院と黒字の病院では、薬剤の仕入れの厳しさが全く違うとのことでした。 

  さて、西知多総合病院はどちらでしょうか。 

  そこでお伺いします。質問要旨４、薬剤購入費の削減など「出ずるを制す」ため

の上半期の取り組み状況はどのようか。 

  次に、西知多総合病院の「出ずるを制す」最大の課題は、給与費比率の削減です。

平成２９年度の給与費比率は、全国の総合病院給与費比率、平均５５．３％に対し

て、６９．１％と約１４ポイントも高く、これが収益改善を遅らせている原因とな

っていることは御案内のとおりでございます。 

  しかしながら、医療の質を落とさず業務の効率化を図りながら給与費比率を下げ

ることは大変困難を伴うことは理解をしております。それでも私たちはその困難に

挑み、給与費比率を６０％以下に下げていかなければ、市民の皆様との約束である

黒字化への道は開けません。 

  そこで最大の懸念事項である、産婦人科医の確保の見通しを含めた医師の確保の

現状と課題及び看護師の今年度の採用状況等、今後の課題について以下２点お伺い

します。 

  質問要旨５、医師の確保状況及び今後の課題は何か。 

  質問要旨６、看護師の今年度の採用状況及び今後の課題は何かお伺いして、第１

質問を終わります。 

管理者（宮島壽男） 

  井上純一議員の御質問にお答えします。 

  質問事項１、「西知多総合病院の交通アクセスの利便性向上について」でござい
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ますが、当院への交通アクセスについては、両市からのコミュニティバスの乗り入

れや当院のシャトルバスの運行により、利便性を図ってきたところでございます。 

  また、令和５年には名鉄河和線の高横須賀駅と南加木屋駅の間に新駅が開業する

予定で、当院へのアクセスもさらに向上するものと考えております。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、院長及び事務局長から答えさせますの

で、よろしくお願いします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  質問事項１、「西知多総合病院の交通アクセスの利便性向上について」の１点目、

「高齢者に対する、送迎付き医療の検討について」でございますが、現在、病院ま

での公共交通機関でのアクセスとしましては、東海市及び知多市のコミュニティバ

スのほか、名鉄常滑線、名鉄河和線の太田川、南加木屋、朝倉及び新舞子の主要４

駅からシャトルバスの乗り入れを行い、利用いただいております。 

  当院は、かかりつけ医からの紹介を基本とする地域医療支援病院として、入院治

療を必要とする重症患者の医療を担当する二次医療機関の役目を担っております。 

  「保険医療機関及び保険療養担当規則」におきまして、患者が自己の保険医療機

関において診療を受けるよう誘引してはならないと定められていることから、特定

の人に対し行う病院側からの送迎付き医療は難しいと考えております。 

  しかしながら、超高齢社会の中、高齢者の患者の方などの当院へのアクセス方法

については、市と協力しながら当院でできることがあれば検討してまいりたいと考

えております。 

院長（浅野昌彦） 

  質問事項の２、「西知多総合病院の経営効率化について」の１点目、「放射線治

療施設の上半期の稼働状況と医業収益への貢献度の評価について」でございますが、

今年４月から放射線治療を開始したことで、今まで他院に紹介して治療を行ってい

た患者さんを自院で診ることが可能となり、手術、化学療法、放射線治療を組み合

わせて、より計画的にがん治療を行うことができるようになりました。 

  上半期は、乳腺外科、呼吸器内科を中心に７１名の新規患者があり、延べ１，２

１９件治療を行いました。これに伴い、医業収益も治療機器の導入計画どおり進ん

でおり、今年予算で見込みました新規患者数１００名を達成し、収益向上に貢献で

きるものと考えております。 
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病院事務局長（後藤輝夫） 

  次に２点目、「上半期の病床稼働率向上に向けての取り組み状況はどのようかに

ついて」でございますが、現在、許可病床数４６８床に対し、稼働病床数４２３床

で運用しております。平成３１年度当初予算では、稼働病床数に対し利用率８０％、

１日平均入院患者数３３８人を見込んでおりましたが、上半期の稼働率は７５．２％

で、４．８ポイント減少しております。 

  その要因は、今年度上四半期において消化器内科常勤医が不在であったことなど

によるものと考えております。なお、消化器内科常勤医を確保した７月以降の稼働

病床利用率は、７月が７４．９％、８月が７８．３％、９月が７８．５％、１０月

が７８．７％となっております。稼働率向上に向けた取り組みとしまして、６月に

各診療科の責任医師と院長のヒアリングを実施し、各診療科の毎年度ごとの目標と

その具体的対策を共有するとともに、中間ヒアリングを行い進捗管理を行い、ＰＤ

ＣＡサイクルを回していきたいと考えております。７月の消化器内科常勤医の就任

に合わせ、広報誌等によりその再開の周知を行うとともに、院長、幹部職員による

医療機関への訪問を強化しております。 

  また、院長による全体集会を１０月２３日に開催し、全職員と現在の経営状況、

主な取り組みの共有を図りました。今後も稼働率向上に向け努めてまいりたいと考

えております。 

  次に３点目、「上半期の入院単価の状況、前年同期と比較について」でございま

すが、上半期の平均入院単価は、５万４，３７５円で、前年に比べ１１８円、０．

２％の増となりました。増額の主な理由としましては、看護職員夜間配置加算１、

処置・手術の時間外・休日・深夜加算１など、上位施設基準の取得等によるもので

ございます。 

  次に４点目、「薬剤購入費の削減等の上半期の取り組み状況について」でござい

ますが、医薬品の支払いを減らす取り組みといたしましては、過去の購入実績や患

者さんの病状、使用量が増加している医薬品の動向を分析し、同種同効薬をまとめ

ることや、後発品医薬への切り替え、また、新規採用薬品につきましては、毎月開

催される薬事委員会で採用の審議をするなど、薬品在庫量の適正な管理を行ってお

ります。 

  その他の取り組みといたしましては、年度当初に複数業者から見積徴収を行い、
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一番安価な業者と契約をするだけではなく、契約締結後も専門業者からの市場調査

などを参考に、毎月価格交渉を行い、契約単価の見直しを行っております。上半期

値引き率は、１３．２１％で、今年度は１０月の消費税率アップに合わせ、購入単

価を一斉に再度見直し、再交渉を行った結果、現時点の値引き率は１４．８９％と

なっております。 

  なお、契約に当たっては、２種類のベンチマークを使用して価格交渉を行ってお

り、全国平均より２．３７％値引き率が良くなっております。これを当院の４月か

ら９月までの実績に当てはめますと、費用削減効果は約１，４００万円ほどになり

ます。 

  次に５点目、「医師の確保状況及び今後の課題は何かについて」でございますが、

常勤医師の確保につきましては、現在確定しているものは来年２月に赴任する放射

線診断科医師１名と、来年度４月に赴任する産婦人科医師１名で、来年度は、現在

２年目の初期研修医が、消化器内科、小児科、外科、整形外科及び麻酔科にそれぞ

れ１人ずつ、専攻医として残る予定となっています。 

  なお、今年度から初期研修医採用枠の配分も１名増加されており、来年４月採用

の研修医も１名増加いたします。その結果、医師全体では現在と比較して、定年退

職者等の減員分を差し引いても、５名の増員になる予定でございます。 

  今後の課題につきましては、当院の開設以来の懸案となっております分娩の開始

について、安全を担保するために必要な産婦人科医師、新生児対応可能な小児科医

を更なる確保をしていくこと、現在時間外での受け入れ制限が続いている消化器内

科医師の増員を確保していくこと、常勤医師が不在の脳神経内科、呼吸器外科にお

いて、常勤医の確保をしていくことなど数多くございます。これらの課題には、大

学医局との連絡を密に行うことで信頼関係を高めるとともに、リアルタイムで情報

収集し、民間の紹介会社を積極的に活用し、早期に課題解決を図るよう努めてまい

ります。 

  次に６点目、「看護師の今年度の採用状況及び今後の課題は何か」についてでご

ざいますが、今年度は３０名程度の募集に対しまして、４２名の応募をいただき、

うち、その後の辞退者が３名、採用試験の不合格者が７名で、残りの３２名につい

て採用内定をいたしている状況でございます。 

  今後の課題といたしましては、年齢構成的に若い職員の比率が高いため、出産・
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育児の休みを取得する職員が多数発生すること、その人数の予測が困難であること

から、採用計画と稼働実人員にいわゆる乖離が生じる可能性があり、これにどのよ

うに対応していくかということでございます。これには、働き方改革への配慮をし

つつ、医療現場への影響を最小限にするためには、どの程度の人員の確保が必要な

のか、またそれは病院経営上、人件費として適切な範囲と言えるかなどを検証し対

応してまいります。以上であります。 

議長（早川直久） 

  井上議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

７番（井上純一） 

  それぞれに対して丁寧な答弁ありがとうございます。 

  １点だけ再質問をさせていいただきます。質問事項の質問要旨２の病院の稼働率

についてでございますが、この改革プランの黒字、来年度黒字化というこの数字、

損益計算書、これと決算と今年度の予算書と、この改革プランの３２年度と並べて

みました。そうすると何が言えるかというと、ほぼほぼ全ての数字が計画どおりに

いっています。ただ、大きく違うのは入院収益です。これが大きく違います。これ

を分析すると、入院単価６万円と延べ１３万人の入院患者をこなさなければこれを

目的数値にはいかない。ということは何かと言うと、稼働率、今８０％とおっしゃ

いましたけど８６％までいかないと１３万人にいかない、今の稼働率だと。それも、

今の医療スタッフです。増やしたらこれまた給与費比率が上がりますから黒字化の

目途がまた変わってきますから、今の現状スタッフの中で、あと６％近く稼働率を

上げる、これが黒字化の具体的なターゲットになります。この数字だけ見ますとね。

これって、実際問題本当に実現できる数字なのでしょうか。その点お伺いします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  お答えさせていただきます。 

  単価につきましては、極めて難しい状況にあると考えております。 

  しかしながら、現在、今年度の執行見込みを今、計算をさせていただいておりま

して、実際の消化器内科が増えたことによりまして、各科が増えております。それ

から季節変動の要素も加えて見込みを作ってまいりますと、今年度病床利用率が８

２％ほどになる予定でございます。まだまだ計画にはほど遠いんですけども、こう

いう形で積み上げをしていきたいと考えております。 
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議長（早川直久） 

  井上議員、要望がありましたら発言を許します。 

７番（井上純一） 

  要望はございません。ありがとうございました。 

議長（早川直久） 

  以上で、井上純一議員の一般質問を終わります。 

  続きまして、１３番、夏目豊議員の発言を許します。 

１３番（夏目豊） 

  議長のお許しをいただきましたので、先の通告に従い、質問させていただきます。 

  西知多クリーンセンターの建設に向け、令和元年５月１４日の入札告示から始ま

り、事業者選定の手続が進んでいます。９月１７日の説明会で示されたスケジュー

ル等によれば、１０月２５日金曜日に事業者提案書及び入札書の受付が行われ、ご

み処理施設整備・運営事業落札者決定基準の中の落札者決定の手順では、事業者提

案審査の基礎審査が始まっているものだと思います。事業者選定については審査会

にお任せし、装置の信頼性、イニシャルコストはもちろん、ランニングコストを含

めたトータルで両市民にとって作って良かったと言われる西知多クリーンセンター

にしていただくことが私の望みであります。 

  この工事は予算規模も大きく非価格審査における評価項目に地域貢献、地元企業

への発注及び地元採用の項目があります。地元事業者の工事参加が期待されますが、

あるとき市内事業者の方から参画するに当たり、資金繰りを心配する声を聞きまし

た。なぜと聞いたところ、前払い金のことを心配されておりました。 

 私も調べてみました。地方自治法施行規則では、前払い金の割合はこれらの経費の

４割を超えない範囲内と定められていました。それ以外にも、自治体ごとに支払限

度額の詳細が定められていました。こうした前払い金の制約もあり、資金繰りの面

から参画を諦めてしまう事業者もあるのではないでしょうか。 

  そこで質問です。１番目、「西知多クリーンセンター工事への地元業者への参入

機会の拡大に向けた取り組みについて」質問します。 

  至近での西知多医療厚生組合の建設事業として西知多総合病院建設が行われてい

ます。その際の地元業者への波及効果やその金額などを確認するため、１点目、公

立西知多総合病院建設工事での実績について伺います。 
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  また、病院建設事業における実績を踏まえた対応の有無と、今回の事業における

配慮項目や状況を知りたく、２点目、西知多クリーンセンター工事における取組に

ついて伺います。 

  地元事業者の方の心配の声を踏まえ３点目、大規模工事への参入に対する資金繰

り等のリスクと対策についてお伺いします。 

  ４点目は、今回の事業における想定される前払い金額はどれくらいになるのか伺

います。 

  最後に、国土建第４８２号、平成３１年３月２９日、国土交通省土地・建設産業

局建設業課長からの、「公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて（通知）」

による、前払い金支払い限度額の撤廃を求める内容で、下請業者や労働者等に対す

る円滑な支払いを促進するため、支払い限度額の見直し等による前金払制度の適切

な運用、中間前金払制度等の環境整備と、受注者にとって利用しやすい環境の整備

に努めるとされています。これらを踏まえ伺います。 

  ５点目、前払い金額の変更する際の課題について伺います。 

  答弁よろしくお願いをいたします。 

管理者（宮島壽男） 

  夏目豊議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、「西知多クリーンセンター工事への地元業者へ参入機会の拡大に向

けた取り組みについて」でございますが、西知多クリーンセンターにつきましては、

５月に入札公告の公表を行うなど、来年の事業者の選定に向けて準備を進めており、

あわせて、環境影響評価の手続を行うなど、令和５年度の施設完成に向けた業務を

進めているところでございます。施設の整備に当たりましては、環境の保全に配慮

し、ごみの安全、安定的な処理を行うことを第一に考えて取り組んでまいります。 

  各質問事項に対する答弁につきましては、総務部長から答えさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

総務部長（前田達郎） 

  質問事項１、「西知多クリーンセンター工事への地元業者へ参入機会の拡大に向

けた取り組みについて」の１点目、「公立西知多総合病院建設工事での実績につい

て」でございますが、病院建設の事業方式は公設公営方式で、入札方式は工事価格

を競わせる制限付一般競争入札でございます。地元業者の参加機会の拡大のための
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取り組みとして、仕様書や設計図等を公共が作成するため、入札時の提出書類の地

元企業活用企画書において、地元活用方法の金額が請負金額の１５％を超えるよう

に努めることを求めておりました。この実績として、約１９億６，０００万円が地

元企業で活用され、当初契約額の１５％超を達成したと聞いております。 

  次に２点目、「西知多クリーンセンター工事における取り組みについて」でござ

いますが、病院建設とは事業方式、入札方式が異なり、クリーンセンター建設につ

きましては、事業方式は設計・建設と管理・運営を一括して発注・契約するＤＢＯ

方式とし、入札方式は、提案内容を価格と価格以外の側面の両者を総合的に評価す

る総合評価一般競争入札としております。このように、業務仕様が確定していない

こと及び特殊なプラント建設であるため、病院建設時と同様の地元発注額を努力目

標として定めることは現実的ではないため、今回の方式に合った取り組みをしてお

ります。入札説明書にて、設計・建設から運営の全ての業務期間中に応募者へ積極

的な地域貢献を求めております。 

  具体的な取り組みとして３つあり、１つ目は入札参加資格要件において、建築物

等の建設業務を行う者の要件に、両市のいずれかに本社があること、を満たす企業

を１社以上含めなければならないこととしております。 

  ２つ目に、非価格要素審査で、地域貢献の評価項目を設定し、設計・建設業務で

は両市内の企業への発注金額を、運営業務では両市内企業への用役調達等発注金額、

雇用などを評価することを予定しております。 

  ３つ目に、提案された設計・建設業務及び運営業務の地元発注金額は、未達成分

については支払い額の減額をする罰則規定を設定しています。病院建設と事業方式、

入札方式が異なるため、その実績を直接反映できませんが、これらの取り組みによ

り、地元業者へ参入機会が拡大されるものと考えております。 

  次に３点目、「大規模工事への参入に対する資金繰り等のリスクと対策について」

でございますが、令和元年５月１４日の入札公告から、前金払い・部分払い等の建

設工事費の支払い条件を示した、ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約

書（案）を含む入札説明書等の質疑回答を２回行い、組合と提案者の事業条件など

の齟齬を解消するための対面的対話を１回行いましたが、資金繰りに関する質問は

ございませんでした。さらに、受注者は、工事初年度である令和２年度以外は、各

年度ごとに出来形に応じた部分払いの請求ができることから、資金繰り等の問題は
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ないと考えております。 

  次に４点目、「想定される前払い金金額はどれくらいになるかについて」でござ

いますが、今回の事業における前金払いの制度につきましては、入札公告時に公表

している、ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約書（案）に示しており、

「当該会計年度における支払い限度額の１０分の４または１億円のうち低い方の金

額を上限として、前払い金の支払いを発注者に請求することができる」と規定して

おります。 

  具体的には、建設期間が約４年間のうち、初年度となる令和２年度は、実施設計・

各種許認可申請等が先行し、工事の出来高がほぼ発生しないことが考えられ、建設

工事請負契約書の案において、支払い限度額を０円としているため、前払い金も０

円となり、残りの３年間は、各年度の支払い限度額の１０分の４または１億円のう

ち低い方の金額を上限とするため、各年度最大１億円、事業期間内の合計は最大３

億円となると考えています。 

  次に５点目、「前払い金額の変更する際の課題について」でございますが、今後、

前金払いの方法の見直しにより、各年度の支払い限度額の１０分の４を上限とする

前払い金の請求が可能となった場合、課題といたしましては、年度当初において、

現行の方法より多額の支払いが必要となる可能性があり、事業者からの請求に先立

って両市に求める負担金が、より多額になってしまうことが想定されます。 

  以上でございます。 

議長（早川直久） 

  夏目議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

１３番（夏目豊） 

  答弁ありがとうございました。要望させていただきます。 

  西知多総合病院の建設工事では約１９億６，０００万円が地元事業者へ活用され

ていました。西知多クリーンセンター工事でも方式が違うのであれですけども、是

非地元事業者への参入機会を、より多くの参入機会の拡大をよろしくお願いをいた

します。 

  資金繰りについても、工事初年度以外は出来形に応じた部分払いでの請求ができ

るとのことでしたが、しかし、１年間の資金繰りを考えると、両市の一時的な負担

金の増額という答弁もありましたが、大規模工事における前払い金の限度額の見直
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しも必要なのかもしれません。 

  ちなみに、支払い限度額についても調べてみました。全国的に限度額１億円の撤

廃の動きがあり、県内では２市２町１村以外は限度額は撤廃されていました。地元

事業者の参入機会のさらなる拡大と参画しやすい条件整理に努めていただくことを

強く要望しまして質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（早川直久） 

  以上で、夏目豊議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。２時４０分から再開いたしますので、よろしく

お願いします。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（休憩 午後２時３０分） 

（再開 午後２時４０分） 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  続きまして１１番、古俣泰浩議員の発言を許します。 

１１番（古俣泰浩） 

  それでは、議長の指名を得ましたので、先の通告に従いまして、質問事項１番目

「公立西知多総合病院改革プランについて」、２番目「がん拠点病院の指定につい

て」お伺いをいたします。 

  平成２７年５月、東海市知多市両市民の衆望を担い、地域完結型医療体制の中核

病院として公立西知多総合病院が開院をいたしました。新病院の開院により、一定

の診療体制が整うとともに、充実した急性期医療の提供が可能となりました。公立

病院は言うまでもなく、地域における基幹的な公的医療機関として地域医療の確保

のため重要な役割を果たしていますが、多くの公立病院において経営状況の悪化や

医師不足などのために、医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていたこと

から、国は平成１９年に公立病院改革ガイドライン、平成２７年に新公立病院改革

ガイドラインに基づき、病院事業を設置する地方公共団体等に公立病院改革プラン

の策定を要請しました。そして、プラン作成に当たっては、次の４つの視点に立っ

た取り組みの明記が求められております。 
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  １つ目は、地域医療構想を踏まえた役割の明確化で、病床機能や地域包括ケアシ

ステム構築に向けての果たすべき役割です。 

  ２つ目は、経営の効率化で、経常収支比率等の数値目標の設定です。 

  ３つ目は、再編ネットワーク化で、経営主体や病院機能の再編の推進です。 

  ４つ目は、経営形態の見直しで、地方独立行政法人化の推進です。 

  これらを受けて、西知多医療厚生組合といたしましても、対象期間を平成２９年

度から平成３２年度までの４カ年とする公立西知多総合病院改革プランを平成２９

年３月に策定をいたしました。計画策定から３年が経過し、対象期間が残り１年余

となり、これまでの経緯経過を検証し、プランの目標達成の見込みなどについて確

認をさせていただきたいと思います。 

  そこでお伺いをいたします。質問事項１、「公立西知多総合病院改革プランにつ

いて」主に経営の効率化の観点から、１点目、計画対象期間中の年度毎の入院外来

患者数、手術件数の推移と稼働病床の推移について。 

  ２点目、計画対象期間中の年度毎の収支の状況について。 

  ３点目、平成３２年度経常収支黒字化の見通しについて。 

  ４点目、経営形態の見直しの考えについて、お伺いをいたします。 

  次に、質問事項２、「がん拠点病院の指定について」を伺います。今年の３月１

６日に放射線治療病棟の竣工式が執り行われ、４月から放射線治療が開始されまし

た。周辺臓器に影響を及ぼさずに、がんの病巣だけをピンポイントで攻撃できる放

射線治療機器の導入により、手術・化学療法とともに放射線治療法の３つの治療を

組み合わせることにより、患者さんに最適な治療法が提供でき、がんの根治が目指

せることとなりました。この放射線治療の開始により、がん診療拠点病院の指定に

ついても公立西知多総合病院は大きく前進したと考えております。 

  そこでお伺いをいたします。質問事項２、「がん拠点病院の指定について」の１

点目、指定要件と現在の状況についてお伺いをいたします。 

  答弁よろしくお願いいたします。 

管理者（宮島壽男） 

  古俣泰浩議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、「公立西知多総合病院改革プランについて」でございますが、この

プランは、県が作成した地域医療構想を踏まえ、公立病院の経営健全化を目的に総
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務省の新たな要請により、平成２８年度に策定したものでございます。平成２９年

度から４年間取り組む２４の具体的な項目を掲げ、経営健全化に取り組んでいると

ころでございます。各質問事項に対する答弁につきましては、事務局長から答えさ

せますので、よろしくお願いします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  質問事項１「公立西知多総合病院改革プランについて」の１点目、「計画対象期

間中の年度毎の入院外来患者数、手術件数の推移と稼働病床の推移について」答え

させていただきます。 

  患者数につきましては、年度推移が比較的分かり易いように総数ではなく、１日

平均で申し上げます。 

  １日平均入院患者は、平成２９年度３２７人、平成３０年度３２０人、令和元年

度上半期３１８人で、平成２９年度から減少が続いております。１日平均外来患者

数も、平成２９年度８４８人、平成３０年度７９７人、令和元年度上半期７７８人

で、外来患者数も、平成２９年度から減少傾向が続いております。 

  手術件数は、平成２９年度３，３３１件、平成３０年度３，３２６件、令和元年

度上半期１，７５１件で、平成３０年度は減少しましたが、令和元年度は、このま

まのペースでいけば増加が見込まれております。 

  稼働病床は４２３床で、稼働病床利用率も、平成２９年度７７．３％、平成３０

年度７５．６％、令和元年度７５．２％で、平成２９年度から減少が続いておりま

す。これらの主な要因は、消化器内科医師の減少が消化器内科のみならず消化器外

科などにも及んでいることが大きく影響しており、入院患者数、手術件数及び病床

稼働率いずれも減少となりました。 

  しかしながら、７月に消化器内科医師３名が着任して以降は、消化器内科の入院

患者数も増加しており、上半期と比較して下半期は改善が見られます。 

  なお、本年度１０月の平均患者数ですが３３３人で、昨年度が３０３人でしたの

で、３０人ほど増えているということでございます。 

  次に２点目、「計画対象期間中の年度毎収支の状況について」でございますが、

計画初年度の平成２９年度は、入院患者数及び入院診療単価が計画値を下回り、医

業収益も、計画値の１０６億７，１００万円と比較して６億５，７００万円下回る

結果となりました。医業費用は、計画値１２６億４，８００万円と比較して５，８
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００万円増加しております。結果、経常損失は１３億２，２００万円で、計画値と

比較して５億５，５００万円増加し、経常収支比率は８９．９％と計画値の９４．

１％を４．２ポイント下回る結果となりました。 

  平成３０年度は病院事業を継続するに当たり、最も重要な要素である医師不足が

経営状況に大きく影響し、医業収益は、計画値の１１６億２，８００万円と比較し

て１６億円の減少、医業費用では、質の高い医療を提供し収支改善を図るため、看

護師等を増員したことで給与費が増加したため、計画値の１２７億７，２００万円

と比較して２，３００万円増加しました。 

  結果、経常損失は４億３，９００万円となり、計画値と比較して 1億６００万円

増加し、経常収支比率は９６．７％と計画値の９７．５％を０．８ポイント下回る

結果となりました。 

  今年度上半期の状況といたしましては、７月から常勤消化器内科医師が赴任した

ことなどもあり、医業収益は、５３億５，２００万円で、前年同期と比べ１億７，

０００万円の増、医業費用は５１億７，２００万円で、前年の同時期と比べて６，

３００万円の増加となっております。収支差は１億７００万円で、前年同月を上回

っております。 

  次に３点目、「平成３２年度経営収支黒字化の見通しについて」でございますが、

平成２８年度に策定しました公立西知多総合病院改革プランでは、平成３２年度に

経常収支黒字化となっていますが、医師確保の状況から、実現については厳しい状

況にあります。現時点で黒字化の見通しは、ついていないのが状況でございます。 

  そこで、今年５月より、東海市・知多市の財政及び企画部門を含め、これからの

収益改善に向けた具体的な実施内容も検討しつつ、現状を踏まえた中長期の財政計

画策定のため、財政計画策定調整会議を開催し、できるだけ早期の経営収支黒字化

及び構成市の一般会計からの繰入金の縮小を目指して、現在取り組んでいるところ

でございます。 

  次に４点目、「経営形態の見直しの考えについて」でございますが、公立西知多

総合病院改革プランでは、経営形態の見直しについて、「当面の間は、現状の地方

公営企業法一部適用の下、病院経営の健全化に取り組む」として、今後、本計画の

達成に当たって、経営形態の見直しが必要となった場合、院内及び関係各所と当院

に最も適した経営形態の検討を行うこととしています。 
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  なお、近隣では２０２５年５月に老朽化した半田市立半田病院と常滑市立常滑市

民病院の２病院を、非公務員型地方独立行政法人化し、経営統合する形で移転建設

することが決まっております。 

  また、他にも地方公営企業法の全部適用、指定管理者制度の導入などがあります

が、現状の厳しい経営状況から、当面は地方公営企業法の一部適用を継続しつつ、

当院に最も適した経営形態を検討してまいります。 

  質問事項２「がん拠点病院の指定について」の１点目、「指定要件と現在の状況

について」でございますが、がん診療拠点病院は、愛知県におけるがん診療の充実

を図るため、厚生労働大臣指定の要件に準じる病院を愛知県知事が指定している病

院です。 

  現在、愛知県には国の指定するがん診療連携拠点病院が１９施設、県が指定する

がん診療拠点病院が７施設あり、知多半島医療圏では半田市立半田病院が、がん診

療連携拠点病院に指定されています。指定に当たっては、がん医療の内容、医療従

事者、診療実績、設備、情報提供・相談体制など一定の指定要件を満たす必要があ

ります。 

  がん医療の内容に関して、肺がんを初めとする５大がんについて、手術、放射線

治療及び薬物療法を効果的に組み合わせ、集学的治療を提供できることなど３点の

指定要件があります。 

  医療従事者等の配置に関しては、専門的な知識及び技能を有する医療従事者等の

配置が必須となっており、手術療法に携わる常勤医の配置など１４項目の指定要件

が、診療実績に関しては、年間５００件以上の院内がん登録の実績、年間２４０件

以上のがんの手術件数など６項目の指定要件が、設備整備に関しては放射線治療機

器、外来薬物療法室及び病理診断室の設置と、がん患者や御家族が、治療や療養生

活などに関して冊子などで確認できる環境の整備が指定要件で、情報提供及び相談

支援体制に関しても、専門の研修を受けた相談員がいるがん相談支援センターの設

置、医療安全体制に関しては、組織上明確な医療安全管理部門の設置の６項目の指

定要件が必要となります。 

  現在、当院ではこれらの指定要件を満たすため、適宜、条件整備を進めておりま

すが、肺がんの手術に携わる呼吸器外科の常勤医師、精神症状の緩和に携わる精神

科の常勤医師の不足が課題となっております。 



２８ 

  以上であります。 

議長（早川直久） 

  古俣議員、再質問または要望がありましたら発言を許します。 

１１番（古俣泰浩） 

  １点、再質問をお願いをいたします。 

  質問事項１の「公立西知多総合病院改革プランについて」の１点目の答弁で、消

化器内科医師の減少が入院患者数、手術件数及び稼働病床利用率の減少の主な要因

とのことでした。 

  しかしながら、本年７月に消化器内科医師が３名着任し、消化器内科の入院患者

数も増加傾向にあるとの御答弁でありました。この消化器内科医さんは、開院当初

は７名いらっしゃいました。それが今年度当初は０名になってしまい、７月以降は

３人だということなんですが、先ほどの御答弁にありますように、この内科医師の

確保が稼働病床数ですとか経営にも大きな影響を与えることと思いますが、安定期

には６名いらっしゃった消化器内科医師の今後の見通しについてお伺いさせていた

だきます。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  御質問がありました件ですが、直近では来年４月には、後期研修を受ける専攻医

が１名残る体制で、３名から４名になる予定でございます。 

  それから、救急の受け入れ制限を少しでも早く解除できるように、不足医師の確

保についても引き続き確認し、医局に働きかけております。大学医局の信頼を得て、

医師を派遣していただけることが極めて重要だと考えておりますので、今後も引き

続き医師確保に努めていきたいと思っております。 

  以上であります。 

議長（早川直久） 

  古俣議員、要望がありましたら発言を許します。 

１１番（古俣泰浩） 

  いろいろ御答弁ありがとうございました。最後に、要望を申し上げたいと思いま

す。質問させていただきました公立西知多総合病院改革プランの大きな柱は、やは

り経営の安定と効率化であると考えております。この改革プランの第６章、経営の

効率化には、医師を初めとした医療従事者の確保による診療体制の強化と同時に、



２９ 

経営改善を進めることで、平成３２年度の計上収支の黒字化及び構成市の一般会計

からの繰入金の縮小を目指す、と明記をされておりますが、残念ながら答弁では医

師確保の状況などから目標年度の平成３２年度、令和２年度に経常収支黒字化は大

変厳しいとの答弁でありました。 

  また、構成市の一般会計からの繰入金の縮小についてでございますが、知多市は

議会独自で毎年議会報告会というのを開催しておりますが、昨年の議会報告会で、

知多市の一般会計平成２９年度の補正予算で、病院事業費として知多市分負担金約

２億円を追加支出したことに対しまして、複数の市民の方々から大変厳しい御意見、

御指摘がありました。 

  また、経営形態の見直しについては、先ほど答弁もありましたように、半田市と

常滑市では両市民病院の経営統合に対して、非常に独自性の高い非公務員型地方独

立行政法人化という政策決定もしております。こうした近隣市町との状況も踏まえ

て、改革プランの目的である持続可能な地域の医療提供体制の確立に向けて、これ

からも経営体質の改善に向けた不断の努力と公立西知多総合病院に最も適した経営

形態の検討をさらに進めていただきますよう、要望いたしまして、私の質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

議長（早川直久） 

  以上で、古俣泰浩議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして、一般質問を終わります。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  日程第５、報告第２号「平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精

算報告書について」を議題といたします。 

  報告者から説明をお願いします。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  報告第２号、平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算報告書に

ついて、御説明申し上げます。 

  この報告書は、放射線治療施設建設事業の完了に伴い、継続費に係る継続年度が

終了しましたので、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告す

るものでございます。 



３０ 

  ２枚目の平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算報告書をご覧

ください。病院事業会計、１款資本的支出、１項建設改良費、放射線治療施設建設

事業で、平成２９年度及び平成３０年度の２カ年事業で進めてまいりました。全体

計画といたしましては、年額割の合計が、１４億１，０００万円で、その財源とい

たしましては、全額が地方債でございます。次に、実績でございますが、支払い義

務発生額は、１３億９，９６８万円で、その財源内訳といたしましては、地方債が

１３億５５０万円、負担金が４，７００万円、補助金が４，７００万円、一般財源

が、１８万円でございます。全体計画と実績との比較でございますが、年割額と支

払い義務発生額の差は、１，０３２万円で、その財源内訳は全て企業債でございま

す。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（早川直久） 

  これより質疑に入ります。質疑に当たっては、自己の意見を述べることができま

せんのでお願いいたします。それでは、質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第２号の報告を終わります。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  続きまして、日程第６、議案第１５号「西知多医療厚生組合人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一部改正について」から日程第１４、認定第２３号「西

知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定について」までの９議案を一括議題といたします。 

  議事日程の順序に従い、提出者から提案理由の説明をお願いします。 

総務部長（前田達郎） 

  ただいま一括上程されました、議案第１５号「西知多医療厚生組合人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部改正について」から、議案第２３号「西知多

医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

について」までの条例案についての主な改正理由につきまして２点御説明申し上げ

ます。 



３１ 

  １点目として、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公

務員法の一部改正に伴い、会計年度任用職員制度の運用が令和２年４月１日から開

始されます。会計年度任用職員は、一般職の非常勤職員として、その採用や任期の

明確化、地方公務員法の服務規程が適用されるなど、新たな職として創設されるこ

とになります。このことにより、現行の臨時的任用職員や一部の非常勤特別職が、

それぞれの任用の厳格化により、会計年度任用職員に移行されるものでございます。 

  また、２点目として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人及び被保佐人であること

を理由に、不当な差別をしないという趣旨のもとに、地方公務員の欠格条項である

地方公務員法第１６条第１号において規定される成年被後見人及び被保佐人が削除

される改正が、令和元年１２月１４日に施行されます。このたび、一括上程された

議案は、会計年度任用職員制度の導入に伴う規定の整備及び成年被後見人等の欠格

条項からの削除に伴う規定の整備となるものでございます。 

  なお、各議案の詳細につきましては、総務課長から御説明申し上げます。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  議案第１５号「西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、任命権者の報告の対象外とされている非常勤職員

から、勤務時間が常勤職員と同一である会計年度任用職員を除外するため、改正す

るものでございます。改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表

により御説明申し上げます。 

  第２条は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員の除外規定の追

加をするもので、人事行政の公表の対象外となる非常勤職員から、勤務時間が常勤

職員と同一である会計年度任用職員を除外するものでございます。 

附則は、施行期日で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございま

す。 

  続きまして、議案第１６号「西知多医療厚生組合職員の分限に関する手続及び効

果に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、会計年度任用職員に係る休職の期間の追加等をす

るため改正するものでございます。改正の内容につきましては、３枚目、参考資料



３２ 

の新旧対照表により、御説明申し上げます。 

  第２条は、字句の整理をするものでございます。 

  第３条は、会計年度任用職員に係る休職の期間の追加等をするもので、原則は３

年の範囲内である休職期間を、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員にあっては、同条第２項の規定により、任命権者が定める任期の範囲内

とする例外規定の追加等をするものでございます。 

  第４条は、字句の整理をするものでございます。 

附則は、施行期日で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございま

す。 

  続きまして、議案第１７号「西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関

する条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、勤務時間が短時間である、会計年度任用職員に対

する減給の効果の追加等をするため改正するものでございます。 

  改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第３条は、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に対する減給の

効果の追加をするもので、短時間勤務会計年度任用職員にあっては、後ほど議案第

２３号で御説明申し上げます西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の第３条第１項に規定する基本報酬の額を減給の対象

とするものでございます。 

附則は、施行期日で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございま

す。 

  続きまして、議案第１８号「西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規

定の整理をするため、改正するものでございます。 

  改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第１９条は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規定の整理をするも

のでございます。 



３３ 

附則は、施行期日で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございま

す。 

  続きまして、議案第１９号「西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、勤務時間が短時間である会計年度任用職員の勤勉

手当の支給及び職務復帰後における号給の調整に係る除外規定の追加等をするため

改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第７条は、短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当の支給に係る除外規定の追加

等をするものでございます。 

  第８条は、短時間勤務会計年度任用職員の除外規定の追加をするものでございま

す。 

附則は施行期日で、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

  続きまして、議案第２０号「西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部

改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、勤務時間が短時間である会計年度任用職員の除外

の規定の追加等をし、及び成年被後見人または被保佐人に該当して失職した職員の

削除等をするため改正するものでございます。 

改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第１条は、会計年度任用職員の除外規定の追加をするもので、この条例の対象と

なる一般職に属する職員から会計年度任用職員を除くものでございます。 

  第４条は、字句の整理をするものでございます。 

  第２０条、２ページをお願いいたします。 

  第２０条の２及び第２１条は、地方公務員法第１６条第１号に該当して、失職し

た職員に関する規定の削除等をするもので、期末手当及び勤勉手当の支給に関して、

成年被後見人等が欠格条項から削除されることに伴う規定の削除等をするものでご

ざいます。 

  ３ページをお願いします。 



３４ 

  第２４条の２は、条の繰り下げをするものでございます。 

  第２４条の３は、臨時的任用職員の給与に関する規定の削除をするもので、当組

合においては、現行の臨時的任用職員は、会計年度任用職員に移行するため、関係

規定を削除するものでございます。 

  ４ページをお願いします。 

  第２５条は、非常勤職員の給与に関する規定の削除をするもので、第１条の改正

により、非常勤である会計年度任用職員は、この条例の適用除外とされたことから、

関係規定の削除をするものでございます。 

  第２６条は、地方公務員法第１６条第１号に該当して失職した場合の削除等をす

るものでございます。 

  ５ページをお願いします。 

  別表第１は、字句の整理をするものでございます。 

附則第１項は、施行期日で、第１号に定める成年被後見人等の削除等に関する規

定は、令和元年１２月１４日から、第２号に定める主に会計年度任用職員に関する

規定は、令和２年４月１日からそれぞれ施行するものでございます。 

附則第２項及び第３項は経過措置で、第２項は、施行日前に失職した職員に対し

ての期末手当及び勤勉手当の支給に関しては、なお従前の例とするもの。第３項は、

施行日前に臨時的任用職員であった者の勤務及び通勤に係る給与の支給に関しては、

なお従前の例とするものでございます。 

  附則第４号は、西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、

６ページをお願いします。 

  第２０条は、引用条項の削除をするものでございます。 

附則第５号は、西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部改正で、先ほどの附則第４項と同様に、第９条は、引用条項の削除をするもの

でございます。 

  続きまして、議案第２１号「西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例の

一部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、勤務時間が短時間である会計年度任用職員の除外

規定を追加し、及び成年被後見人または被保佐人に該当する場合の失職の除外規定

の削除をするため改正するものでございます。 
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  改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第２条は、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げるものの除外規定の追

加をするもので、常時勤務を要する職員に準じた勤務時間により退職手当条例の対

象となる者から勤務時間が短時間である会計年度任用職員を除外するものでござい

ます。 

  第１５条は、地方公務員法第１６条第１号に該当する場合の失職の除外規定の削

除をするものでございます。 

  ２ページをお願いします。 

  附則は施行期日で、この条例は、第１５条第１項第２号の改正規定は、令和元年

１２月１４日から、第２条第２項にただし書きを加える改正規定は、令和２年４月

１日から施行するものでございます。 

  続きまして、議案第２２号「西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例の一

部改正について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、

引用条項の変更等をするため、改正するものでございます。 

  改正の内容につきましては、３枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上

げます。 

  第３条は、引用条項の変更等をするものでございます。 

附則は施行期日で、この条例は、令和元年１２月１４日から施行するものでござ

います。 

  続きまして、議案第２３号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について」御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、勤務時間が短時間である会計年度任用職員の給与

及び費用弁償について定めるため制定するものでございます。 

  条例の内容について御説明させていただきます。 

第１条は、趣旨規定でございます。 

第２条は、給与の規定で、給与を報酬及び期末手当とし、また報酬の種類、支払

い方法等について定めたものでございます。 
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  第３条は、基本報酬の規定で、基本報酬は、地域手当に相当する額を加味したも

のであること、報酬額は、時間額２，０００円以内において管理者が規則で定める

こと等について定めたものでございます。 

  第４条は、時間外勤務に係る報酬の規定で、常勤職員等に準じて報酬の支給要件、

時間外勤務の種類に応じた支給額等について定めたものでございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  第５条は、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の規定で、常勤職員等に準じて、報

酬の支給要件、支給額等について定めたものでございます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第６条は、報酬の支給について定めたものでございます。 

  第７条は、期末手当の規定で、期末手当は６月１日及び１２月１日を基準日とし

て、手当の支給対象者、支給額、期末手当基礎額の計算方法、支給日等について定

めたものでございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  第８条は、休職者の給与の規定で、休職期間は給与を支給しないことについて定

めたものでございます。 

  第９条は、通勤に係る費用弁償の規定で、費用弁償の支給要件、公共交通機関を

利用した場合の支給額、自動車等の交通用具等を使用した場合の距離や勤務日数に

応じた支給額等について定めたものでございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  第１０条は、公務のための旅行に係る費用弁償の規定で、支給要件、支給額につ

いては、西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例に定める旅費の例によるこ

と等について定めたものでございます。 

  第１１条は、雑則について定めたものでございます。 

附則第１項は、施行期日で、この条例は、令和２年４月１日から施行するもので

ございます。 

附則第２項は、経過措置で、令和２年６月に支給する期末手当の計算方法につい

ての経過措置を定めたものでございます。この条例に基づき、来年度から現行の臨

時的任用職員にかわって短時間勤務の会計年度任用職員を任用してまいりますが、

この機会に、臨時職員の業務の見直しを行い、委託化を検討している業務もござい
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ます。そのため、現行の臨時的任用職員が担っている部分が全て会計年度任用職員

に移行するということではございませんが、来年度予算では７節賃金に相当する職

員は一切任用していない状態になるよう、現在、適正な職員配置の検討を行ってい

るところでございます。 

説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（早川直久） 

  皆さんに申し上げます。携帯電話は、電源をお切りくださるかマナーモードにし

ていただきますように、もう一度御確認をお願いいたします。 

  これより質疑に入ります。 

  始めに、議案第１５号「西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正について」の質疑の発言を許します。 

９番（泉 清秀） 

  それでは、１件質問をさせていただきます。この条例の一部改正に伴い、除外さ

れる対象者数をお伺いいたします。よろしくお願いします。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  提案理由にございますとおり、任命権者の報告の対象外とされている非常勤職員

から、勤務時間が常勤職員と同一である、つまりフルタイムの会計年度任用職員が

除外されますが、当組合では、来年度から任用する会計年度任用職員は、勤務時間

が短時間の会計年度任用職員のみを予定をしておりますので、実際にこの条例の適

用の対象外の非常勤職員から除外され、任命権者の報告の対象となる会計年度任用

職員の該当者はいないものでございます。以上でございます。 

議長（早川直久） 

他にありませんか。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第１５号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第１６号「西知多医療厚生組合職員の分限に関する手続及び効

果に関する条例の一部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 
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  ないようですので、これをもって議案第１６号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第１７号「西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及び効果に関

する条例の一部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第１７号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第１８号「西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第１８号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第１９号「西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例

の一部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第１９号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第２０号「西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部

改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第２０号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第２１号「西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例の

一部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第２１号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第２２号「西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例の一

部改正について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 



３９ 

  ないようですので、これをもって議案第２２号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、議案第２３号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について」の質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって議案第２３号の質疑を終結いたします。 

  これより一括討論に入ります。 

  討論の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決をいたします。 

  日程第６、議案第１５号「西知多医療厚生組合人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、日程第７、議案第１６号「西知多医療厚生組合職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願

いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第８、議案第１７号「西知多医療厚生組合職員の懲戒の手続及

び効果に関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 
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  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第９、議案第１８号「西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第１０、議案第１９号「西知多医療厚生組合職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第１１、議案第２０号「西知多医療厚生組合職員の給与に関す

る条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第１２、議案第２１号「西知多医療厚生組合職員の退職手当に

関する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第１３、議案第２２号「西知多医療厚生組合職員等の旅費に関

する条例の一部改正について」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 
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  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、日程第１４、議案第２３号「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」、原案に賛成の方は、

挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  続きまして、日程第１５、議案第２４号「令和元年度西知多医療厚生組合し尿処

理事業特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明をお願いします。 

総務部長（前田達郎） 

  ただいま上程されました、議案第２４号「令和元年度西知多医療厚生組合し尿処

理事業特別会計補正予算（第１号）」につきまして、御説明申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  今回の補正予算につきましては、地方自治法第２９２条において準用する同法第

２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額を定めるためのものでございます。なお、詳細につきましては、衛生センター所

長から御説明申し上げます。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  議案第２４号「令和元年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計補正予算（第

１号）」について御説明申し上げます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  第１表、債務負担行為は、衛生センターの運転維持管理業務委託料で、令和２年

度から２年間の契約を締結するため、限度額４，９０６万円を設定するものでござ

います。委託期間開始前に、この施設において研修を受ける期間を設けるため、今

年度中に指名競争入札により業者決定し、契約する予定でございます。 
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  ４ページの債務負担行為に関する調書につきましては、説明を省略させていただ

き、以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

議長（早川直久） 

これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第２４号「令和元年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計補正予算（第

１号）」、原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

 続きまして、日程第１６、同意第３号「副管理者の選任について」を議題といた

します。 

  提出者から提案理由の説明をお願いします。 

総務部長（前田達郎） 

  ただいま上程されました、同意第３号「副管理者の選任について」御説明申し上

げます。 

  現副管理者である鈴木希明氏は、１１月１４日をもって任期満了となりますが、

引き続き、副管理者として選任いたしたいので、西知多医療厚生組合規約第９条第

２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。鈴木希明氏は、現在、
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知多市の副市長で、略歴はお配りしております参考資料のとおりでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（早川直久） 

これより質疑に入ります。質疑の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決をいたします。同意第３号「副管理者の選任について」原案に賛成

の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は同意と決定しました。 

  ただいま、副管理者に選任されました鈴木副管理者から挨拶をいただきます。 

副管理者（鈴木希明） 

  議長のお許しを得ましたので、一言御挨拶を申し上げます。 

  ただいま、副管理者の選任の御同意をいただき、引き続きその任を担うこととな

りました知多市副市長の鈴木希明でございます。 

  今後とも組合の発展のため誠心誠意努力してまいる所存でございますので、引き

続き皆様からの御支援、御協力をいただきますようお願いを申し上げまして、簡単

ではございますが、御挨拶とさせていただきます。 

議長（早川直久） 

  ありがとうございます。この際、暫時休憩といたします。１５時４５分から再開

いたしますのでよろしくお願いします。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（休憩 午後３時３５分） 
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（再開 午後３時４５分） 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  続きまして、日程第１７、認定第１号「平成３０年度西知多医療厚生組合一般会

計歳入歳出決算認定について」から日程第２１、認定第５号「平成３０年度西知多

医療厚生組合病院事業会計決算認定について」までの５議案を一括議題といたしま

す。議事日程の順序に従い、提出者から提案理由の説明をお願いします。 

総務部長（前田達郎） 

  御説明の前に、このたび認定の議案につきまして、度重なる訂正がございました

こと、この場をお借りして深くお詫び申し上げます。誠に申しわけございませんで

した。今後このようなことがないよう努めてまいりますので、よろしくお願いいた

します。 

  それでは、ただいま上程されました、認定第１号「平成３０年度西知多医療厚生

組合一般会計歳入歳出決算認定について」、認定第２号「平成３０年度西知多医療

厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第３号「平成３

０年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」及び

認定第４号「平成３０年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出

決算認定について」は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第

３項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 

  初めに、認定第１号「平成３０年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認

定について」御説明申し上げます。 

  一般会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額３５億９，４３４万７，６４４

円、歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額３５億９，１９４万９，５５

３円で、３ページ下の歳入歳出差引残額は、２３９万８，０９１円でございます。

詳細につきましては、総務課長より御説明申し上げます。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  平成３０年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算の補足説明につきまして

は、事項別明細書により御説明いたします。 



４５ 

歳入から御説明いたします。 

  ６ページ及び７ページをお願いいたします。 

  １款分担金及び負担金の１項１目１節負担金は、当初予算額２３億９，７５６万

７，０００円に、１１億８，３３１万円を増額補正した合計３５億８，０８７万７，

０００円に対しまして、収入済額は、補正後予算と同額の３５億８，０８７万７，

０００円でございます。 

  内訳といたしましては、組合規約第１１条の規定による負担割合に基づき算出し

た額として、各会計分負担金の合計で、東海市から２２億１，２６１万１８９円を、

知多市から１３億６，８２６万６，８１１円を負担していただいたものでございま

す。 

  ２款繰越金の１項１目１節繰越金は、当初予算額１，１００万円に１５３万円を

増額補正した合計１，２５３万円に対し、収入済額は、１，２５３万６，３０５円

でございます。 

  ３款諸収入は、予算現額９４万１，０００円に対し、１項１目の組合預金利子と

して２，１０８円、２項１目雑入として、９３万２，２３１円の収入があり、諸収

入全体の収入済額は９３万４，３３９円でございます。 

  ８ページ及び９ページをお願いします。 

  歳入合計は、補正額を加えた予算現額３５億９，４３４万８，０００円に対しま

して、収入済額は３５億９，４３４万７，６４４円でございます。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  １０ページ及び１１ページをお願いします。 

  １款議会費の１項１目議会費は、支出済額６３万５,８１３円、執行率は８２．８％

でございます。１節報酬の５３万８,５１７円は、組合議員１４人分の報酬でござい

ます。１３節委託料の８万４,２４０円は、組合議会本会議の会議録作成に係る委託

料で、時間単価で契約していますが、平成３０年度中に開催された定例議会２回、

臨時議会２回のいずれも短時間で終了したことから、執行額が低くなったものでご

ざいます。 

  ２款総務費の１項１目一般管理費は、支出済額３５億９,１３１万３,７４０円で、

補正後予算現額に対する執行率は９９．９％でございます。１節報酬の２４万９，

０００円は、監査委員、情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委
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員の報酬でございます。２節給料２，６３１万７，２００円、３節職員手当等２，

２２２万７，６２０円は、総務部総務担当職員６人分の給与支給額でございます。 

  １２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

  ４節共済費の１，０２８万９，９３０円は、市町村職員共済組合負担金及び地方

公務員災害補償基金負担金ですが、派遣職員の異動等による影響で、２節、３節と

ともに、予算に不足が見込まれたため増額補正を行いましたが、４節はなお不足し

たため、合計で１４万８，９３０円を２節及び３節から流用したものでございます。 

  １１節需用費の２２１万２，６０１円は、消耗品費として事務用品、施設管理用

品の購入等、印刷製本費では予算書・決算書等の印刷代、燃料費では公用車のガソ

リン代等、食糧費では来客用お茶代、修繕料では公用車点検時修理代、施設修繕な

どの費用でございます。 

  流用の主な理由は、当初予算時に１４節で計上した財務会計システムライセンス

使用料について、執行の際にライセンスの購入として契約を行うことが望ましいと

考え、１４節から流用して執行したことによるものです。 

  １３節委託料の８９９万６，８０５円は、事務事業委託料として、公平委員会事

務委託料を初め７件、施設維持管理委託料として管理棟清掃委託料を初め６件の委

託事業の費用でございます。 

  流用の主な理由は、事務事業委託料の５つ目、例規執務サポートシステムデータ

更新委託料について、当初、紙ベースで１００ページ分の更新を見込んだところ、

２２８ページの更新となり、１２８ページ分の増加となったこと、また、施設維持

管理委託料の一番下、草木維持管理委託料について、当初予定していませんでした

が、組合敷地の樹木が伸びて一般住宅の庭に葉を落とすと苦情が入ったため、急遽、

境界線上の樹木の伐採を行ったことによるものでございます。 

  １４ページ及び１５ページをお願いいたします。 

  １８節備品購入費の２３５万３，４３２円は、公会計対応財務会計システムのサ

ーバーや、総務課職員が使用する事務用端末機などの購入費用でございます。 

  ２８節操出金の３５億１，５８３万３，０００円は、東海・知多両市から収入し

た、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事業特別会計、看護専門学校事業特別会計及

び病院事業会計分の負担金をそれぞれの会計に振り替えたものです。 

  ３款公債費の１項 1目の利子の２３節償還金、利子及び割引料は、資金の一時借
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り入れを行わなかったため、支出はございませんでした。 

  ４款予備費につきましても支出はございませんでした。 

  以上、歳出合計といたしましては、補正後の予算現額３５億９，４３４万８，０

００円に対しまして、支出済額は、３５億９，１９４万９，５５３円、執行率９９．

９％で、２３９万８，４４７円の不用額となったものでございます。 

  １６ページは、実質収支に関する調書、１８ページ、１９ページは、財産に関す

る調書を掲載しておりますが、説明につきましては省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

総務部長（前田達郎） 

  認定第２号「平成３０年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決

算認定について」御説明申し上げます。 

  し尿処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額、１億７，９４７万８，５５９

円、歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１億６，１３７万６，１６８

円で、３ページ下の歳入歳出差引残額は１，８１０万２，３９１円でございます。

詳細につきましては、衛生センター所長より御説明申し上げます。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  平成３０年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明

につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

  歳入から御説明いたします。 

  ６ページ、７ページをお願いいたします。 

  １款使用料及び手数料の１項１目１節事業総務使用料は、収入済額９，０００円

で、電柱、電話柱の敷地内占用に係る行政財産の目的外使用料でございます。 

  ２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに１億５，３８５

万６，０００円で、し尿処理事業にかかる東海市、知多市の負担金を一般会計から

振り替えたものでございます。 

  ３款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額２，０００万円に対しまして、収

入済額２，５５５万２，２０１円でございます。この増収差額分は、平成２９年度

決算において、消耗品費における処理薬剤の購入費の減、委託料及び購入請負費に

おける請負率の低下や突発修繕工事費が不要であったことなどにより、不用額が増
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え、繰越額が増加したことによるものでございます。 

  ４款諸収入の１項１目１節雑入は、収入済額６万１，３５８円で、これは再任用

職員の雇用保険被保険者負担金などでございます。 

  以上、歳入合計は予算現額１億７，３９０万９，０００円に対しまして、収入済

額１億７，９４７万８，５５９円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ８ページ、９ページをお願いいたします。 

  １款衛生費の１項１目事業総務費は、支出済額３，３９５万６，９１９円、執行

率１００％でございます。 

  ２節給料１，３１０万４００円、３節職員手当等８５９万３，１５０円は、衛生

センター職員４人分の給与支給額でございます。 

  ３節職員手当等では、時間外勤務手当が見込みより増額となったため不足が生じ、

２目し尿処理費の１３節委託料から流用したものでございます。 

  ４節共済費の５４２万９，５２５円は、市町村共済組合負担金や、健康保険、厚

生年金の事業主負担分の法定福利費等でございます。 

  ７節賃金は、臨時職員賃金で、台風の被害の対応などのため、勤務時間数が当初

見込みより増となったことから不足が生じ、２節給料初め９つの節から流用して対

応したものでございます。 

  １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

  １項２目し尿処理費は、支出済額１億２，７４１万９，２４９円、執行率９２．

４％でございます。１１節需用費の４，２７１万９，２３１円は、施設設備運転用

の消耗品、光熱水費等で、不用額は処理用薬剤の購入単価と使用量の減少などによ

り生じたものでございます。 

  １３節委託料の２，３８０万２，１２０円は、水質検査委託料初め１２件の委託

料で、不用額は入札等の結果による請負残でございます。 

  １５節工事請負費の５，８１４万７，２００円は、定期修繕工事３件と計画修繕

工事１０件及びその他修繕工事１件の工事費で、不用額はそれぞれの修繕工事にお

ける請負残でございます。 

  ２款公債費の１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

  １項１目２３節償還金、利子及び割引料は、資金の一時借り入れを行わなかった
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ことから、支出はございませんでした。 

  ３款予備費につきましても支出はございませんでした。 

  以上、歳出合計といたしまして、予算現額１億７，３９０万９，０００円に対し

まして、支出済額は１億６，１３７万６，１６８円、執行率９２．８％で１，２５

３万２，８３２円の不用額となったものでございます。 

  １４ページには、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきまし

ては省略させていただきます。以上でございます。 

総務部長（前田達郎） 

  認定第３号「平成３０年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決

算認定について」御説明申し上げます。 

  ごみ処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１億６４０万５，４３２円、歳

出の決算額は右側の表の歳出合計の支出済額９，７５２万５，４２０円で、３ペー

ジ下の歳入歳出差引残額は８８８万１２円でございます。 

  詳細につきましては、建設課長より御説明申し上げます。 

建設課長（浅井紀克） 

  平成３０年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明

につきましては、事項別明細書により御説明いたします。歳入から御説明いたしま

す。６ページ及び７ページをお願いいたします。 

  １款国庫支出金１項１目１節のごみ処理事業費国庫補助金につきましては、予算

現額１，７４１万５，０００円に対しまして、収入済額は１，７５６万４，０００

円でございます。これは、環境に及ぼす影響についてまとめる環境影響評価の準備

書の作成及びごみ処理施設整備・運営事業者選定アドバイザリー業務に対する循環

型社会形成推進交付金でございます。 

  ２款繰入金１項１目１節の繰入金につきましては、予算現額、収入済額ともに７，

７１６万５，０００円でございます。これはごみ処理事業に係る両市の負担金とし

て一般会計から振り替えたものでございます。 

  ３款繰越金１項１目１節繰越金につきましては、予算現額９８０万５，０００円

に対して、収入済額は１，１６７万６，４３２円でございます。 

  以上、歳入合計は、予算現額１億４３８万５，０００円に対して、収入済額は１
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億６４０万５，４３２円でございます。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。８ページ及び９ページをお願いい

たします。 

  １款衛生費１項１目事業総務費につきましては、支出済額５，５５５万４，０６

６円で、執行率９８．０％です。 

２節給料から４節共済費までは、職員２人分の人件費ですが、４節共済費の予算

が不足したため、２節給料から流用し支出したものです。 

  ９節旅費の２４万９，７８５円につきましては、事務連絡のための県庁への交通

費及び事業者選定事務を行うに当たり、審査方法、審査基準などの先進地視察とし

て愛媛県今治市などを視察した際の交通費、宿泊料などを支出したものです。 

  １３節委託料、３，５３１万２，３２０円につきましては、主なものとして環境

影響評価の準備書の作成に係る業務や地下水モニタリング調査業務を委託したもの

です。 

  ２目ごみ処理施設建設費につきましては、支出済額４，１９７万１，３５４円で、

執行率８９．９％です。 

  １節報酬の１７万２，５００円は、ごみ処理施設の設計、建設及び管理運営を行

う事業者の選定等に向けて設置する審査会の４名の委員に支出したものです。 

  １０ページ、１１ページをお願いします。 

  ２節給料から４節共済費までは、職員２人分の人件費ですが、４節共済費の予算

が不足したため、２節給料から流用し支出したものです。 

  ９節旅費の３２万８，４４０円につきましては、事業者選定審査会の事務調整に

係る旅費、審査会委員の費用弁償を支出したものです。 

  １２節役務費の２万円につきましては、現知多市清掃センターの管理棟などを新

しい施設の工事区域に含め、その管理棟などの解体を組合が行うことが年度途中で

決定したため、その機能補償として建設する仮設管理棟などに係る建築確認申請手

数料で、１３節から２万円を流用しました。 

  １３節委託料の２，１８０万６，９２０円につきましては、主なものとしてごみ

処理施設整備・運営事業者選定アドバイザリー業務として、発注仕様書などの必要

な書類の作成や選定審査会の運営支援に関する業務を委託したものです。 

  ２款１項１目予備費につきましては、支出はありませんでした。 
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  以上、歳出合計は予算現額１億４３８万５，０００円に対して、支出済額は９，

７５２万５，４２０円、執行率９３．４％で６８５万９，５８０円の不用額となっ

ております。 

  １２ページは、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきまして

は省略させていただきます。以上でございます。 

看護専門学校長（竹内晴子） 

  認定第４号「平成３０年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳

出決算認定について」御説明させていただきます。 

看護専門学校事業特別会計決算書の２ページ、３ページをお願いします。 

  歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１億６，８０６万５，８２６円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１億４，５６０万４，５６６円で

ございまして、３ページ下の歳入歳出差引残額は２，２４６万１，２６０円となり

ました。なお、詳細につきましては、庶務課長より御説明申し上げます。 

庶務課長（中田昭夫） 

  「平成３０年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出決算につ

いて」御説明します。歳入からお願いします。 

６ページ、７ページをお願いします。 

  １款使用料及び手数料１項１目１節の看護専門学校使用料は、予算現額１，６７

４万６，０００円に対しまして、収入済額は１，６４４万６，０００円となりまし

た。主なものは看護専門学校授業料１，６４４万円で、これは１カ月の授業料１万

５，０００円の学生延べ１，０９６人分の授業料です。 

  次に、２項手数料１目１節看護専門学校手数料は、予算現額３４０万４，０００

円に対しまして、収入済額は４４９万５，０００円となりました。主なものは看護

専門学校受験料１１８万円及び看護専門学校入学金３１２万円です。 

  ３款繰入金、１項１目１節繰入金は、当初予算額１億１，８８１万２，０００円

に対しまして、収入済額は同額の１億１，８８１万２，０００円となりました。 

  ４款繰越金は、８ページ、９ページをお願いします。 

１項１目１節繰越金は、当初予算額２，５００万円に対しまして、収入済額は２，

７９４万９，８２２円となりました。 

  以上、歳入合計は、予算現額１億６，４３０万４，０００円に対し、調定額、収
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入済額ともに１億６，８０６万５，８２６円で、差し引き３７６万１，８２６円の

収入増となっております。 

  続きまして、歳出をお願いします。１０ページ、１１ページをお願いします。 

  １款看護学校費１項１目事業総務費は、予算現額計１億４，１５４万６，０００

円に対しまして、支出済額１億２，６０８万３，７００円で、執行率８９．１％で

す。 

  ２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、学校長を初め常勤職員１３名の人件

費です。 

  １３節委託料につきましては、職員健康診断等委託料を初め１１件の委託料です。

このうち主なものは、清掃委託料で年６回の定期清掃として床面のワックスがけ、

年１回のガラス清掃等を実施しています。 

  １４節使用料及び賃借料につきましては、電子複写機借上料を初め６件で、１２

ページ、１３ページをお願いします。 

このうちパソコン借上料は学生の教育用パソコンの借上料で、４月から８月まで

再リースしていたものを８月に更新したものです。 

  １８節備品購入費につきましては、校内放送機器を更新したものです。 

  ２目看護専門学校費につきましては、予算現額２，２２５万８，０００円に対し

まして、支出済額１，９５２万８６６円、執行率８７．７％です。 

  ４節共済費の予算が不足したため、７節賃金から２１万７，３３０円を流用しま

した。 

  ７節賃金は、学校以外の実習施設先で、学生に対してアドバイスや指導をする当

校の非常勤教員に対して支払いをしたものです。 

  １３節委託料のうち、実習委託料は、学生が各施設で実習した場合、１日当たり

の単価を決めて実習した日数分の支払いをしたものです。 

  １８節備品購入費につきましては、義歯装着口腔衛生模型を初め、沐浴人形等１

２点と書籍、ＤＶＤを購入したものです。 

  １４ページ、１５ページをお願いします。２款予備費につきましては、支出はあ

りませんでした。 

  以上、歳出合計は予算現額１億６，４３０万４，０００円に対し、支出済額は１

億４，５６０万４，５６６円で、執行率８８．６％で１，８６９万９，４３４円の
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不用額となりました。 

  １６ページ、実質収支に関する調書を掲載しておりますが、説明につきましては

省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

病院事務局長（後藤輝夫） 

  認定第５号、平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定につきまし

ては、地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定をお願いするもので

あります。 

  それでは認定第５号、平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定に

つきまして御説明申し上げます。４ページをお願いします。 

  この決算書は、消費税込みで表示しており備考欄に消費税額を表示しております。 

  (１)収益的収入及び支出でございますが、収入の第１款病院事業収益は、決算額

１２９億３，０５０万３，４２７円で予算額に比べ、４億８，７６２万２，５７３

円の減となりました。 

  次に、支出の第１款病院事業費用は、決算額１３３億９，３３７万６，０２２円

で執行率は９７．３％で、第３項特別損失において、予算超過額が生じております

が、予算超過につきましては地方公営企業法施行令第１８条第５項ただし書きの規

定により、現金の支出を伴わない経費については認められているもので、支出の表

下に記載のうち、過年度損益修正損及びその他特別損失の予算超過に伴うものでご

ざいます。 

  １ページおめくりいただきまして、６ページをお願いします。 

  (２)資本的収入及び支出でございますが、収入の第１款資本的収入は、決算額２

６億１，９０８万６，６６７円で予算額に比べ、５，５２４万３，３３３円の減と

なりました。 

  次に、支出の第１款資本的支出は、決算額３２億１，１９３万２，９３７円、執

行率は９４．１％で、翌年度繰越額を除いた不用額は２億５０万５，８０３円とな

りました。なお、詳細につきましては、管理課長から御説明申し上げます。 

管理課長（阿知波晋） 

  平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算の補足説明をさせていただき

ます。９ページをお願いいたします。 

  財務諸表でございます。１枚はねていただきまして、１１ページの損益計算書か
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ら１５ページの貸借対照表までは、消費税抜きで記載しております。また、１６ペ

ージから１８ページまでは注記としまして、ローマ数字Ⅰの重要な会計方針など、

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等をこの注記の記載のとおり作成して

いるものでございます。 

  それでは１１ページに戻っていただき、損益計算書をお願いします。 

  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間における病院の財政状

況を明らかにするものでございます。 

  １医業収益につきましては、(１)入院収益から(３)その他医業収益までの合計で

１００億２，８８２万８，２５１円。 

  ２医業費用は、(１)給与費から（７）長期前払消費税償却までの合計で１２７億

９，５２０万３，０８０円となり、医業収益と医業費用の差額となります医業損失

は２７億６，６３７万４，８２９円でございます。 

  ３医業外収益につきましては、(１)受取利息配当金から（７）その他医業外収益

までの合計で２８億２０８万３，７５１円。 

  ４医業外費用は、(１)支払利息及び企業債取扱諸費と(２)雑損失の合計で４億７，

３３３万３，３４２円となり、医業外収益から医業外費用を差し引きますと２３億

２，８７５万２２９円のプラスとなり、先ほどの医業損失と合算した経常損失は４

億３，７６２万４，６００円でございます。 

  ５特別利益につきましては、(１)過年度損益修正益と(２)その他特別利益の合計

で３，１２３万８，７２３円、６特別損失は(１)過年度損益修正損と(２)その他特

別損失の合計で７，９６６万２，５２２円で、特別利益から特別損失を差し引きま

すと４，８４２万３，７９９円のマイナスとなり、先ほどの経常損失と合算した当

年度純損失は４億８，６０４万８，３９９円でございます。 

  前年度繰越欠損金が、４３億１，７１８万９，８５４円でございますので、当年

度未処理欠損金は４８億３２３万８，２５３円でございます。 

  １枚はねていただきまして、１２ページの剰余金計算書をお願いいたします。 

  この計算書は、貸借対照表の資産の部の剰余金の詳細となっておりますので御高

覧いただき、１２ページの下の表、欠損金処理計算書（案）をお願いします。一番

右の列、未処理欠損金４８億３２３万８，２５３円を繰越欠損金として処理しよう

とするものでございます。 
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  １枚はねていただきまして、１４ページの貸借対照表をお願いします。平成３１

年３月３１日現在の病院事業における財産の状況を明らかにするものでございます。 

  初めに、資産の部でございます。１固定資産の合計は、このページの中ほどから

やや下右側、１６２億６，４７９万８，９８８円。２流動資産の合計は、その６行

下、３４億６，３６９万６，１１３円で、その下資産合計は、１９７億２，８４９

万５，１０１円でございます。 

  続きまして、右側１５ページ、負債の部で３固定負債の合計は８行下の右側、１

４３億９，８５７万１，３３１円。４流動負債の合計はその１２行下、４３億８０

８万３，６８６円。５繰延収益の合計はその３行下、１３億５，２３９万４，７６

８円で、負債合計は２００億５，９０４万９，７８５円でございます。 

  その下、資本の部でございますが、６資本金の合計は４３億９，４２０万３，９

４２円。７剰余金の合計はその９行下、マイナス４７億２，４７５万８，６２６円

で、その下、資本合計はマイナス３億３，０５５万４，６８４円となり、その下、

負債資本合計は１９７億２，８４９万５，１０１円で、前ページの一番下、資産合

計と一致するものでございます。 

  続きまして、２枚はねていただきまして１９ページの事業報告書をお願いいたし

ます。さらに１枚のけていただきます。２０ページをお願いします。 

  初めに、１概況の(１)総括事項でございますが、平成３０年度の病院事業は、知

多半島北西部地域における急性期医療を担う中核病院として、質の高い医療の提供、

経営の効率化、地域医療への貢献をテーマに医療機能及び経営基盤の強化に取り組

んでまいりました。平成３０年１１月には、地域完結型医療の中心的役割を担う地

域医療支援病院の承認を受けました。 

  また、増加傾向の入院患者に対応するため、４月から一部病棟の運用病床数を変

更し、１０床増の４２１床とするとともに、平成３１年度からの放射線治療開始に

向けた整備を進めました。 

  続きまして、ア患者の状況ですが、入院延べ患者数は１１万６，６６９人、１日

平均３１９．６人。外来延べ患者数は１９万４，４７２人、１日平均７９７人とな

り、当初予定と比較しまして入院患者数は１万７，２８６人、１日平均４７．４人

の減、外来患者数は３，１６８人、１日平均１３．０人の減となりました。 

  イ経理の状況としましては、病院事業収益は前年度に比べ、８．４％増の１２８
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億６，２１５万５４５円。病院事業費用は前年度に比べ、１．３％増の１３３億４，

８１９万８，９４４円で、収支差引４億８，６０４万８，３９９円の純損失となり

ました。 

  資本的収入は、放射線治療施設増築等工事及び医療機器等購入に係る企業債１８

億３，５９０万円を初め、建設改良費及び企業債償還金に対する一般会計負担金な

ど、総額２６億１，９０８万６，６６７円となり、資本的支出は放射線治療施設等

増築などの工事及び医療機器購入等のための建設改良費２０億４，６５１万２，９

３７円及び企業債償還金１１億１，７７５万円並びに看護師等修学資金貸与制度に

よる投資４，７６７万円で、総額３２億１，１９３万２，９３７円となりました。 

  (２)議会議決事項及び(３)行政官庁認可事項につきましては御高覧ください。 

  １枚はねていただき、２２ページをお願いいたします。 

  (４)職員に関する事項につきましては、平成２９年度末に比べ、平成３０年度末

の職員数は、運用病床数の１０床増などに伴い、２１人の増加となっています。 

  次に、２工事の(１)建設改良工事の概況ですが、放射線治療施設等増築工事初め

３件です。詳細については御高覧ください。 

  続きまして、１枚はねていただき、２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

  ３業務の(１)業務量は、診療科ごとの入院及び外来診療の患者数の詳細と前年度

比較ですので御高覧ください。 

  １枚はねていただきまして、２６ページ、(２)事業収入に関する事項、(３)事業

費用に関する事項は、収益及び費用の詳細と前年度比較でございますので御高覧く

ださい。 

  ２７ページをお願いします。４会計の(１)重要契約の要旨は、契約金額が２，０

００万円以上の工事などで、脳神経外科手術用ナビゲーションユニット初め４件で

ございます。 

  (２)企業債及び一時借入金の概況のア企業債では、財務省から既存棟２階改修工

事などのために１０億５，８５０万円を、株式会社名古屋銀行から医療機器等購入

のために７億７，７４０万を借り入れたものでございます。 

  イ一時借入金は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行から運転資金に充当するために借り入

れ、返済したものでございます。 

  １枚はねていただき、２８ページをお願いいたします。 
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  ５他会計負担金等の使途の特定でございますが、ア収益的収入では、一般会計か

ら一般会計負担金７億４，８４６万円、一般会計補助金１５億１９８万４，０００

円、退職手当相当額負担金１億５，０４２万６，０００円の繰入金をいただき、そ

の他、病院群輪番制病院運営費補助金、８８４万４，４８０円等の合計２４億１，

９８８万４８０円を課税仕入れ等に充当しました。 

  イ資本的収入では、一般会計負担金６億６，４１８万１，４６８円、一般会計補

助金１億９４万８，５３２円の合計７億６，５１３万円を課税仕入れに充当しまし

た。なお、ここに数字の記載はございませんが、一般会計からの繰入金の合計は３

１億６，６００万円でございます。 

  次のページは、その他の書類でございます。１枚はねていただきまして、３０ペ

ージをお願いいたします。 

  キャッシュ・フロー計算書でございます。１業務活動によるキャッシュ・フロー

の合計は、このページ中ほどにございますマイナス１億４，０８８万５，７２４円。

２投資活動によるキャッシュ・フローの合計は８行下、マイナス５，７４５万２，

２４６円。３財務活動によるキャッシュ・フローの合計は７行下、１２億６，８０

５万６，６８０円で、資金増加額が１０億６，９７１万８，７１０円となり、期首

残高５，０１６万４，６３４円を加えた期末残高が１１億１，９８８万３，３４４

円となり、１４ページの貸借対照表、２流動資産の(１)現金預金と合致するもので

ございます。 

  ３１ページから３６ページまでは、収益費用明細書、３８、３９ページは固定資

産明細書、４０、４１ページは企業債明細書を掲載しておりますが、説明につきま

しては省略させていただきます。 

  以上で補足説明を終わります。よろしく御審議いただきまして、御認定いただき

ますようお願い申し上げます。 

議長（早川直久） 

  次に、代表監査委員から決算審査の結果について、御報告をお願いいたします。 

代表監査委員（小幡勇次） 

  平成３０年度西知多医療厚生組合一般会計、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事

業特別会計、看護専門学校事業特別会計及び病院事業会計決算の審査結果につきま

して、御報告を申し上げます。 
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  地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第２項及び地方公営企業

法第３０条第２項の規定により、組合管理者から審査に付されました決算につきま

して、田中雅章委員とともに審査を実施いたしました。 

  一般会計及び特別会計の審査の方法は、各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づき、その計数の正否を確

認するため、関係諸帳簿を審査するとともに、予算の執行については地方自治法第

２条第１４項及び地方財政法第４条の規定の本旨に沿って、適正に実施されたかど

うかについて審査を実施いたしました。 

  また、病院事業会計の審査の方法は、経営内容を把握するため、その計数の分析

を行い、経済性の発揮及び公共性の確保を主眼として審査を実施いたしました。 

  その結果につきましては、お手元に配付されました平成３０年度西知多医療厚生

組合決算審査意見書のとおりでございます。 

  以上、簡単ではございますが、決算の審査の結果の報告といたします。 

議長（早川直久） 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、認定第１号「平成３０年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認

定について」の質疑の発言を許します。 

９番（泉清秀） 

  それでは１件質問させていただきます。１３ページ、２款１項１目１３節委託料

で、場内整備作業委託料の具体的な内容と支出の多い順に提示をお願いします。よ

ろしくお願いします。 

総務課長（佐々木美喜子） 

  御質問の場内整備作業委託料についてでございますが、これは知多市シルバー人

材センターに委託しているもので、衛生センター敷地内の建物の内外の清掃や草刈

りなどの整備等について、業務の内容により３つのグループに分けて作業をお願い

しています。 

  支出の多い順で御説明しますと、第１にグラウンドゴルフ場内も含めた衛生セン

ターの敷地内及び平野ポンプ場の草刈り、樹木の剪定、竹の伐採等を行う４人のグ

ループ、第２にテニスコートの清掃整備、グラウンドゴルフ場屋外トイレ及び休憩

所の清掃、場内手作業の草刈り整備を行う２人のグループ、第３に衛生センター管



５９ 

理棟内の清掃を行う２人のグループで、いずれも週１回、作業をしていただいてお

ります。 

  委託金額につきましては、猛暑や雨など天気の状況によって外の作業が中止とな

ることにより、実作業時間数により支出をしております。 

  以上でございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

（なしの声） 

  ないようですので、これをもって認定第１号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、認定第２号「平成３０年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会

計歳入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

９番（泉清秀） 

  １件質問させていただきます。１１ページ、１款１項２目１５節工事請負費、定

期修繕工事と計画修繕工事の内容と不用額が多くなった理由について、お伺いいた

します。 

衛生センター所長（佐々木美喜子） 

  御質問の定期修繕工事と計画修繕工事の内容及び不用額が多くなった理由につい

てでございますが、工事につきましては、毎年実施する定期修繕工事、隔年、３年

ごとなど、修繕計画に基づき実施する計画修繕工事の他にその他修繕工事として、

機器が故障したときなどで突発的に修繕が必要となった場合に備えて予算計上して

おります。 

  ３０年度中に実施した工事は全部で１４件あり、このうち定期修繕工事が３件、

計画修繕工事が１０件と予算積算時の計画どおり１３件の工事を実施いたしました。

その際の入札等の結果により、請負残額として約３５４万円の不用額が生じたもの

でございます。また、その他修繕工事として、腐食配管修繕工事１件を実施いたし

ましたが、突発的修繕に対応するための予算４２１万２，０００円に対して、７５

万６，０００円の執行であり、３４５万６，０００円の不用額となったため合計で

６９９万５，８００円の執行残となったものでございます。 

  以上でございます。 

議長（早川直久） 
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  他にありませんか。 

（なしの声） 

  ないようですので、これをもって認定第２号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、認定第３号「平成３０年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会

計歳入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

８番（伊藤清一郎） 

  私から２点質問させていただきます。９ページ、１款１項１目１３節委託料、環

境影響評価業務委託料の具体的な内容について。もう１つが１１ページ、１款１項

２目１３節委託料、アドバイザリー業務委託料の具体的な内容について伺います。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問の１件目、環境影響評価業務委託料の具体的な内容についてでございます

が、環境影響評価業務は平成２８年度から令和元年度までのスケジュールで実施し

ており、平成３０年度は準備書という図書を作成しました。この準備書は、事業の

実施による環境影響の予測結果や環境保全のための措置等について記載したもので

あり、環境影響評価の次の段階である評価書の案と位置づけられるものです。 

  具体的な内容としましては、大気質、騒音、振動、動植物、生態系など１５項目

に及ぶ環境項目について、専門的見地から調査結果を考察し、環境影響の予測・評

価結果、環境影響を回避・低減するための保全措置などを取りまとめた準備書の作

成、準備書に関する愛知県環境部との調整支援、市民を対象とした説明会の開催支

援等を委託しました。 

  御質問の２点目、アドバイザリー業務委託料の具体的な内容についてでございま

すが、ごみ処理施設整備・運営事業者選定業務は、平成３０年度から令和２年度ま

でのスケジュールで実施しており、平成３０年度は事業条件などの検討、要求水準

書案や事業契約書案の作成、入札公告資料などの作成などの業務を行いました。ま

た、学識経験者を交えた事業者選定審査会を３回開催いたしました。 

  この業務には、ごみ処理施設の技術面に関する専門的な知識や経験が不可欠であ

ることから、新施設の整備及び運営を行う事業者の選定手続への総合的な支援を行

うことを目的とする事業者選定アドバイザリー業務を委託しております。 

  具体的な内容としましては、事業者の募集方法及び選定方法の検討に係る支援、

入札説明書や要求水準書などの事業者募集資料の作成支援、予定価格の設定に係る
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支援、事業への参加を予定している事業者との対面的対話に係る支援、事業者提案

の審査方法の検討に係る支援、事業者選定審査会の資料作成や運営に係る支援など

を委託しました。以上でございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

９番（泉清秀） 

  １件質問させていただきます。１１ページ、１款１項２目１３節委託料で、アス

ベスト分析調査業務委託料の委託先と調査結果についてお伺いいたします。 

建設課長（浅井紀克） 

  御質問のアスベスト分析調査業務委託料の委託先と調査結果についてでございま

すが、アスベスト分析調査業務委託の実施の経緯といたしましては、平成３０年１

０月に両市において現知多市清掃センター管理棟などに関する協定が締結されたこ

とを受け、新たに組合の所掌に現知多市清掃センターの管理棟の解体が加わりまし

た。その解体に向けた事前調査としてアスベストの含有状況を調査する必要が生じ

たものです。委託先につきましては、組合の指定するアスベスト分析資格者が在籍

するエヌエス環境株式会社名古屋支店でございます。 

  また、調査結果について、平成２９年環境省通知で取扱いが明確化された塗装材

を中心に５検体の分析調査を行い、２検体からアスベストが検出され、具体的には

外壁塗装材、内壁塗装材の下地調整剤にアスベストの含有が確認されました。 

なお、調査報告書によれば、下地調整剤は上塗材で覆われているため、現状では

飛散する可能性はなく、解体などの計画がなければ除去の必要はないとされており

ます。 

  以上でございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

（なしの声） 

  ないようですので、これをもって認定第３号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、認定第４号「平成３０年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特

別会計歳入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

９番（泉清秀） 
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  １件お願いいたします。１１ページ、１款１項１目１３節委託料で、排ガス測定

委託料の委託先と具体的な基準値についてお願いいたします。 

庶務課長（中田昭夫） 

  御質問の件、排ガス測定委託料の委託先と具体的な基準値についてでございます

が、ガス式空調機の排ガスの濃度測定を５年に一度委託しているもので、委託先は

近鉄ビルサービス株式会社中部支店で、ばいじんの基準値０．０２ｇ／ｍ3に対し

て、今回の測定値は０．００２グラム未満であり、基準値以下の正常値でありまし

た。以上でございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

（なしの声） 

  ないようですので、これをもって認定第４号の質疑を終結いたします。 

  続きまして、認定第５号「平成３０年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認

定について」の質疑の発言を許します。 

７番（井上純一） 

  １点お伺いします。１１ページ、４の医業外費用の雑損失が前年と比べて１億１，

１５０万３，０５０円増加となった理由は何でしょうか。 

管理課長（阿知波晋） 

  御質問の前年度に比べて雑損失が１億１，１５０万３，０５０円増加となった理

由についてでございますが、雑損失は診療報酬や補助金など、非課税及び不課税収

入が多い病院事業では、対価性のない不課税収入によって賄われる課税仕入れ等に

ついては、最終消費的な性格を持つとされており、消費税算定上、仕入税額控除が

できない制度となっているため生じる、全額がいわゆる損税負担分でございます。 

  前年度と比べて増加した理由としましては、主に平成３１年４月からの放射線治

療開始に向けた整備に伴う資本的支出の増加により、１億９６８万８，２２１円増

加したことによるものでございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

８番（伊藤清一郎） 

  １点質問させていただきます。２８ページ、５他会計負担金等の使途の特定のと
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ころで、ア収益的収入とイ資本的収入の一般会計負担金及び補助金が増加した理由

について伺います。よろしくお願いします。 

管理課長（阿知波晋） 

  御質問のア収益的収入とイ資本的収入の一般会計負担金及び補助金が増加した理

由でございますが、要因としましては平成２９年度末の神経内科医師及び平成３０

年度中に消化器内科医師の退職等、医師不足により入院患者数が減少したこと及び

医師確保ができなかったことにより、分娩開始ができなかったこと、さらに小児入

院医療管理料など、当初予定しておりました施設基準取得に伴う加算等算定ができ

なかったため、入院収益が減収になったことにより、構成市からの繰り入れを増加

したためでございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

１２番（渡邉眞弓） 

  ４点お願いいたします。３４ページ、１款１項３目２６節委託料(１)院内保育運

営業務委託料の状況について、(２)で臨床検査委託料の状況についてお伺いしたい

と思います。 

  ３５ページ、１款１項３目３０節手数料の他院受診等手数料の増について、科と

件数についてお伺いしたいと思います。 

  ３６ページ、１款３項２目５４節のその他特別損失の特別損失の増の内訳につい

てお願いしたいと思います。 

  ２０ページの報告書、平成３０年度の概況のところで、質の高い医療の提供、経

営の効率化、地域医療への貢献をテーマに、医療機能及び経営基盤の強化に取り組

んだ成果についてお伺いしたいと思います。 

  ４月から一部病棟の運用病床数を変更し、１０床増の４２１床にされましたが、

入院患者が減になった理由についてお伺いしたいと思います。以上です。 

議長（早川直久） 

  ３番目の事前通告の雑損失は取下げですね。わかりました。 

人事管理室長（和田真貴） 

  まず御質問の１点目、院内保育運営業務委託料の状況についてでございますが、

院内保育運営業務の内容につきましては、０歳児から３歳に達する年度にある児童
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までを対象に、３０人を定員として運営しており、その保育時間は通常保育として

午前８時から午後６時まで、早朝・延長保育としてそれぞれ通常保育時間の前後１

時間ずつ、また火曜日と金曜日の週２回の夜間保育として午後３時から翌日午前１

０時までとなっております。 

  これに対します委託の内容といたしましては、施設長１名のほか、０歳児につい

ては児童３名につき１名、１歳児、２歳児については児童６名につき１名の割合を

満たす人員の保育士を配置し、保育や各種イベントを実施するとともに、保育児童

の朝食、昼食の提供、午前・午後のおやつの提供を行うことなどとなっております。 

  平成３０年度の院内保育事業の利用実績といたしましては、延べ人数で通常保育

が年２，６３４人、夜間保育が年１１４人、早朝保育が年１７人、延長保育が年３

２２人でありまして、これら全体の実利用児童数は２１４人でございました。 

管理課長（阿知波晋） 

  御質問の臨床検査委託料の状況についてでございますが、臨床検査委託料は院内

で検査をすることができない項目について外部で委託をしているものですが、その

状況につきましては、検査件数が平成２９年度は３万９，７２９件、平成３０年度

は３万９，９６０件と前年度０．５％の増加率でございます。支出金額は、平成２

９年度４，０１８万２，３７４円、平成３０年度は４，１３４万９円と２．８％の

増加となっております。患者数の増減で若干の変動はあるものの、検査件数自体も

毎月安定的に推移している状況でございます。以上です。 

医事課長（坪井信治） 

  御質問の他院受診等手数料に関する科と件数についてでございますが、ＤＰＣ病

院における診療報酬請求のルールでは、「入院中の患者が診療上の必要性から他の

保険医療機関を受診した場合の費用は、当該入院医療機関の保険医が実施した診療

と同様に取り扱い、当該保険医療機関にて請求する。」と定められています。その

ため、他の保険医療機関で実施した診療費用は、当院が他の保険医療機関宛てに支

払うこととなり、他院受診等手数料として整理しています。 

  なお、平成３０年度における実績では、血液内科・神経内科など内科系診療科が

８件、６万９，６１０円で、血管外科・皮膚科など外科系診療科が７件、８２万２，

１８０円の合計で１５件、８９万１，７９０円となっています。 

  具体的な一例としましては、人工腎臓を導入する必要がある患者に対するシャン
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ト設置術について、血管外科を専門とする他保険医療機関の医師に依頼したもので

す。以上です。 

人事管理室長（和田真貴） 

  次に、特別損失の内訳についてでございますが、特別損失の内容はその全額が看

護師等修学資金貸与金返還免除額でございます。例年、予算上は、頭出し程度の額

で計上しておりましたが、決算でも大きな差は生じておりませんでした。平成３０

年度につきましては、修学資金貸付制度を開始した平成２５年度に看護学校等の１

年生であった者が、当院就職後３年を経過する年となり、返還免除の要件を満たす

こととなったため、返還免除者・免除額ともに増加したものでございます。 

  また、平成３０年度予算の調製時には、平成３０年度末日をもって返還免除要件

を満たし、平成３１年度当初において免除決定及び経理処理するものとして整理を

しておりましたが、その後、免除要件を満たした平成３０年度をもって経理処理を

行うのが適当との判断をして経理処理を実施したため、予算との差が大きくなった

ものでございます。 

経営戦略室長（杉山誠一） 

  御質問の平成３０年度に経営基盤の強化に取り組まれた成果についてでございま

すが、知多半島北西部地域における急性期医療を担う中核病院として、経営基盤の

強化のため、３つのテーマに取り組んでまいりました。 

  １つ目に、質の高い医療の提供でございますが、院内では医療の質の向上や収益

向上に係る専門資格、認定資格の取得に向けた支援の充実を図ることで、各職種の

専門性の向上に取り組んでまいりました。また来院者に対しては、患者サービスの

向上に向けた取り組みとして、トータルクオリティーマネジメント委員会において、

委託業者を含む全職員を対象にした研修会の開催や患者満足度調査を実施し、患者

さんからいただいた御意見に対し、１件ずつ実態調査を行い課題解決を図るなど、

職員の接遇力向上に努めました。 

  ２つ目に経営の効率化では、医事業務に精通した人材を配置したことで効率的な

人員配置をするなど、新規及び上位施設基準の取得に向けた体制を構築し、看護職

員夜間配置加算や入退院支援加算などの上位基準を取得いたしました。 

  ３つ目に地域医療への貢献では、１１月に一次医療を担うかかりつけ医を支援し、

専門外来や入院、救急医療など、地域医療の中核を担う体制を備えた病院として地
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域医療支援病院の承認を受けました。また、当院の医師による慢性腎臓病や糖尿病

など、地域住民への市民公開講座を実施するなど、疾病予防・健康増進にも取り組

んでまいりました。 

  次の御質問で、増床されたが、入院患者数減になった理由はでございますが、開

院時から増加傾向の入院患者に対応するため、４月から一部病棟の運用病床数を１

０床増床し、４２１床といたしましたが、年度当初から脳神経内科の常勤医師が不

在となり、また消化器内科においても年度当初４名在籍していた常勤医師が平成３

０年１０月に２名退職、平成３１年２月にも２名退職により不在になり、名古屋大

学医局へ派遣依頼をするなど医師の確保に努めましたが、確保できなかったことが

理由でございます。以上でございます。 

議長（早川直久） 

  他にありませんか。 

（なしの声） 

  ないようですので、これをもって認定第５号の質疑を終結いたします。 

  これより一括討論に入ります。討論の発言を許します。 

（なしの声） 

議長（早川直久） 

  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

  これより採決をいたします。 

  日程第１７、認定第１号「平成３０年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決

算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

  続きまして、日程第１８、認定第２号「平成３０年度西知多医療厚生組合し尿処

理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の

方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 
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  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

  続きまして、日程第１９、認定第３号「平成３０年度西知多医療厚生組合ごみ処

理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の

方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

  続きまして、日程第２０、認定第４号「平成３０年度西知多医療厚生組合看護専

門学校事業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛

成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

  続きまして、日程第２１、認定第５号「平成３０年度西知多医療厚生組合病院事

業会計決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

議長（早川直久） 

  ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

  よって、本案は原案のとおり認定されました。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

 続きまして、日程第２２、「議員の派遣について」を議題といたします。 

  会議規則第９７条の規定により、議員の派遣について、議決をお願いするもので

あります。議員の派遣についてはお手元の資料のとおり、西知多医療厚生組合議会

行政視察に派遣したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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  御異議なしと認めます。 

  なお、この際お諮りいたします。ただいま議決した議決事項について、行程等の

未定部分につきましては、議長に御一任をお願いしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  御異議なしと認めます。 

  これによって議員の派遣については、お手元の資料のとおり派遣を行い、視察内

容変更等につきましては、議長に御一任いただくことに決しました。 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（早川直久） 

  以上をもちまして、本日の定例会に付議されました案件の審議は、全て終了いた

しました。 

  ここで管理者から発言の申し出がありますので、この際これを許します。 

管理者（宮島壽男） 

  ただいま議長のお許しをいただきましたので、第４回定例会の閉会に当たりまし

て、一言お礼の御挨拶を申し上げます。 

  本日は、慎重に御審議いただき、御議決を賜りましたことに厚く御礼申し上げま

す。今後とも議員各位の一層の御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

議長（早川直久） 

  これをもちまして、令和元年第４回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

終始、御協力ありがとうございました。 

 

（１１月１２日 午後５時００分 閉会） 
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